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(57)【要約】
【課題】有機ＥＬ表示装置において、滅点を目立たなく
する。
【解決手段】従来の１画素を複数の領域に分け、それぞ
れに有機ＥＬ素子１２７_kを設ける。有機ＥＬ素子１２
７_kに対してオン／オフ制御可能なＳＷトランジスタ１
２８_kを介在させて駆動トランジスタ１２１のソースと
接続する。滅点の検査やリペアをせずに、発光期間にお
いて、ＳＷトランジスタ１２８_kを時分割で駆動する。
ＳＷトランジスタ１２８_kのオン時に滅点となる有機Ｅ
Ｌ素子１２７があっても、発光に使用される分割画素が
時分割で使用されるため、実体的には１画素が完全に滅
点となることはない。画素アレイ部１０２全体では、滅
点位置が固定されず変動し得るので、時間的かつ空間的
に平均化され、滅点の視認性を一層低下させることがで
きる。滅点数の多少に関わらずその効果が得られるので
高歩留まりが期待でき、滅点の検査・リペアが不要であ
り、製造コストを低減できる。
【選択図】図９
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　駆動電流を生成する駆動トランジスタ、映像信号線から供給される映像信号の信号振幅
に応じた情報を保持する保持容量、前記駆動トランジスタの出力端側に配置された電気光
学素子、および前記保持容量に前記信号振幅に応じた情報を書き込むサンプリングトラン
ジスタを具備し、前記保持容量に保持された情報に基づく駆動電流を前記駆動トランジス
タで生成して前記電気光学素子に流すことで当該電気光学素子が発光する画素回路が行列
状に配置されている画素アレイ部を備え、
　前記画素回路は、
　１画素が複数の画素に分割され、分割された分割画素ごとに前記電気光学素子を有し、
　全ての分割画素の前記電気光学素子に対して、それぞれ１つの前記駆動トランジスタお
よび前記保持容量が共通に使用されるように構成されており、
　オン／オフ制御が可能なスイッチ素子が、前記駆動トランジスタと各分割画素の前記電
気光学素子の共通電位点との間の前記駆動電流の経路上に、前記分割画素を選択的に有効
とすることができるように配置されている
　ことを特徴とする表示装置。
【請求項２】
　前記スイッチ素子をオン／オフ制御するための制御信号を生成する制御信号生成部をさ
らに備えている
　ことを特徴とする請求項１に記載の表示装置。
【請求項３】
　外部の滅点検査装置から供給される前記スイッチ素子をオン／オフ制御するための制御
信号のインタフェースである端子部をさらに備えている
　ことを特徴とする請求項１に記載の表示装置。
【請求項４】
　前記分割画素ごとに、前記駆動トランジスタと各分割画素の前記電気光学素子の共通電
位点との間の前記駆動電流の経路上に、前記スイッチ素子が配置されており、
　前記画素アレイ部の画素回路ごとに前記制御信号が独立に制御可能に構成されており、
　前記制御信号生成部は、前記電気光学素子が発光しない滅点である分割画素については
、前記制御信号が前記スイッチ素子をオフさせるように設定し、前記電気光学素子が発光
する正常である分割画素については、前記制御信号が前記スイッチ素子をオンさせるよう
に設定する
　ことを特徴とする請求項２に記載の表示装置。
【請求項５】
　前記制御信号が、行単位および／または列単位で、複数の画素回路に対して共通に使用
されるように構成されており、
　前記制御信号生成部は、
　検査時には、前記分割画素ごとに対応する前記スイッチ素子を前記複数の画素回路につ
いてオンさせて前記電気光学素子が発光しない滅点の数を計数し、
　通常動作時には、前記複数の画素回路について、前記分割画素に対応する前記スイッチ
素子を一斉にオンさせたときの滅点の数が、全ての前記分割画素に対応する前記スイッチ
素子を一斉にオンさせたときの滅点の総数よりも少なくなる分割画素が選択されて使用さ
れるように、前記制御信号を設定する
　ことを特徴とする請求項２に記載の表示装置。
【請求項６】
　前記制御信号生成部は、通常動作時には、前記複数の画素回路について、滅点の数が最
も少なくなる何れか一方の分割画素が一斉に選択されて使用されるように、前記制御信号
を設定する
　ことを特徴とする請求項５に記載の表示装置。
【請求項７】
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　前記制御信号が、行単位および／または列単位で、複数の画素回路に対して共通に使用
されるように構成されており、
　前記制御信号生成部は、
　検査時には、前記分割画素ごとに対応する前記スイッチ素子を前記複数の画素回路につ
いてオンさせて前記電気光学素子が発光しない滅点の数を計数し、
　通常動作時には、前記複数の画素回路について、前記滅点の数が規格内となる少なくと
も１つの分割画素が一斉に選択されて使用されるように、前記制御信号を設定する
　ことを特徴とする請求項２に記載の表示装置。
【請求項８】
　前記制御信号生成部は、発光期間において、前記複数の分割画素を、所定の組合せで、
時分割で制御する
　ことを特徴とする請求項２に記載の表示装置。
【請求項９】
　前記制御信号生成部は、前記時分割の制御のための、前記スイッチ素子のオン／オフの
切替えを、前記駆動電流を流すための前記駆動トランジスタへの電源供給が停止している
期間に行なう
　ことを特徴とする請求項８に記載の表示装置。
【請求項１０】
　前記制御信号生成部は、前記時分割の制御をフィールド単位で行なう
　ことを特徴とする請求項８に記載の表示装置。
【請求項１１】
　前記制御信号生成部は、前記時分割の制御を複数フィールド周期で行なう
　ことを特徴とする請求項１０に記載の表示装置。
【請求項１２】
　前記制御信号生成部は、前記時分割の制御を１フィールド内で行なう
　ことを特徴とする請求項８に記載の表示装置。
【請求項１３】
　前記駆動電流を一定に維持する駆動信号一定化回路をさらに備えている
　ことを特徴とする請求項１に記載の表示装置。
【請求項１４】
　前記サンプリングトランジスタを順次制御することで前記画素回路を走査して前記保持
容量に映像信号の信号振幅に応じた情報を書き込むための書込走査パルスを前記サンプリ
ングトランジスタに出力する書込走査部、前記書込走査部での前記走査に合わせて映像信
号を前記映像信号線に供給する水平駆動部、駆動電流を前記電気光学素子に流すために使
用される第１電位および前記第１電位とは異なる第２電位を切り替えて前記駆動トランジ
スタの電源供給端に供給する駆動走査部を具備する制御部を備え、
　前記水平駆動部は、基準電位と信号電位で切り替わる映像信号を前記サンプリングトラ
ンジスタに供給するものであり、
　前記駆動信号一定化回路は、前記書込走査部、前記水平駆動部、および前記駆動走査部
の制御の元で、前記第１電位に対応する電圧が前記駆動トランジスタの前記電源供給端に
供給されかつ映像信号における基準電位が前記サンプリングトランジスタに供給されてい
る時間帯で前記サンプリングトランジスタを導通させることで前記駆動トランジスタの閾
値電圧に対応する電圧を前記保持容量に保持させる閾値補正機能を実現するように構成さ
れたものである
　ことを特徴とする請求項１３に記載の表示装置。
【請求項１５】
　前記駆動信号一定化回路は、前記駆動トランジスタの閾値電圧に対応する電圧を前記保
持容量に保持させる閾値補正機能と、閾値補正動作の後に、前記サンプリングトランジス
タを導通させることで前記保持容量に信号電位に応じた情報を書き込む際、前記駆動トラ
ンジスタの移動度に対する補正分を前記保持容量に書き込まれる信号に加える移動度補正
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機能とを実現するように構成されたものである
　ことを特徴とする請求項１３に記載の表示装置。
【請求項１６】
　前記駆動信号一定化回路は、前記保持容量が前記駆動トランジスタの制御入力端と前記
駆動電流出力端の間に接続されることでブートストラップ機能を実現するように構成され
たものである
　ことを特徴とする請求項１３に記載の表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電気光学素子（表示素子や発光素子とも称される）を具備する画素回路（画
素とも称される）を有する表示装置に関する。より詳細には、駆動信号の大小によって輝
度が変化する電流駆動型の電気光学素子を表示素子として有し、画素回路ごとに能動素子
を有して当該能動素子によって画素単位で表示駆動が行なわれる表示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　画素の表示素子として、印加される電圧や流れる電流によって輝度が変化する電気光学
素子を用いた表示装置がある。たとえば、印加される電圧によって輝度が変化する電気光
学素子としては液晶表示素子が代表例であり、流れる電流によって輝度が変化する電気光
学素子としては、有機エレクトロルミネッセンス（Organic Electro Luminescence, 有機
ＥＬ, Organic Light Emitting Diode, OLED；以下、有機ＥＬと記す） 素子が代表例で
ある。後者の有機ＥＬ素子を用いた有機ＥＬ表示装置は、画素の表示素子として、自発光
素子である電気光学素子を用いたいわゆる自発光型の表示装置である。
【０００３】
　有機ＥＬ素子は下部電極と上部電極との間に有機正孔輸送層や有機発光層を積層させて
なる有機薄膜（有機層）を設けてなり、有機薄膜に電界をかけると発光する現象を利用し
た電気光学素子であり、有機ＥＬ素子を流れる電流値を制御することで発色の階調を得て
いる。
【０００４】
　有機ＥＬ素子は比較的低い印加電圧（たとえば１０Ｖ以下）で駆動できるため低消費電
力である。また有機ＥＬ素子は自ら光を発する自発光素子であるため、液晶表示装置では
必要とされるバックライトなどの補助照明部材を必要とせず、軽量化および薄型化が容易
である。さらに、有機ＥＬ素子の応答速度は非常に高速である（たとえば数μｓ程度）の
で、動画表示時の残像が発生しない。これらの利点があることから、電気光学素子として
有機ＥＬ素子を用いた平面自発光型の表示装置の開発が近年盛んになっている。
【０００５】
　ところで、液晶表示素子を用いた液晶表示装置や有機ＥＬ素子を用いた有機ＥＬ表示装
置を始めとする電気光学素子を用いた表示装置においては、その駆動方式として、単純（
パッシブ）マトリクス方式とアクティブマトリクス方式とを採ることができる。ただし、
単純マトリクス方式の表示装置は、構造が単純であるもの、大型でかつ高精細の表示装置
の実現が難しいなどの問題がある。
【０００６】
　このため、近年、画素内部の発光素子に供給する画素信号を、同様に画素内部に設けた
能動素子、たとえば絶縁ゲート型電界効果トランジスタ（一般には、薄膜トランジスタ(T
hin Film Transistor ;ＴＦＴ)をスイッチングトランジスタとして使用して制御するアク
ティブマトリクス方式の開発が盛んに行なわれている。
【０００７】
　ここで、画素回路内の電気光学素子を発光させる際には、映像信号線を介して供給され
る入力画像信号をスイッチングトランジスタ（サンプリングトランジスタと称する）で駆
動トランジスタのゲート端（制御入力端子）に設けられた保持容量（画素容量とも称する



(5) JP 2010-19963 A 2010.1.28

10

20

30

40

50

）に取り込み、取り込んだ入力画像信号に応じた駆動信号を電気光学素子に供給する。
【０００８】
　電気光学素子として液晶表示素子を用いる液晶表示装置では、液晶表示素子が電圧駆動
型の素子であることから、保持容量に取り込んだ入力画像信号に応じた電圧信号そのもの
で液晶表示素子を駆動する。これに対して、電気光学素子として有機ＥＬ素子などの電流
駆動型の素子を用いる有機ＥＬ表示装置では、保持容量に取り込んだ入力画像信号に応じ
た駆動信号（電圧信号）を駆動トランジスタで電流信号に変換して、その駆動電流を有機
ＥＬ素子などに供給する。
【０００９】
　有機ＥＬ素子を代表例とする電流駆動型の電気光学素子では、駆動電流値が異なると発
光輝度も異なる。よって、安定した輝度で発光させるためには、安定した駆動電流を電気
光学素子に供給することが肝要となる。たとえば、有機ＥＬ素子に駆動電流を供給する駆
動方式としては、定電流駆動方式と定電圧駆動方式とに大別できる（周知の技術であるの
で、ここでは公知文献の提示はしない）。
【００１０】
　有機ＥＬ素子の電圧－電流特性は傾きの大きい特性を有するので、定電圧駆動を行なう
と、僅かな電圧のばらつきや素子特性のばらつきが大きな電流のばらつきを生じ大きな輝
度ばらつきをもたらす。よって、一般的には、駆動トランジスタを飽和領域で使用する定
電流駆動が用いられる。もちろん、定電流駆動でも、電流変動があれば輝度ばらつきを招
くが、小さな電流ばらつきであれば小さな輝度ばらつきしか生じない。
【００１１】
　逆に言えば、定電流駆動方式であっても、電気光学素子の発光輝度が不変であるために
は、入力画像信号に応じて保持容量に書き込まれ保持される駆動信号が一定であることが
重要となる。たとえば、有機ＥＬ素子の発光輝度が不変であるためには、入力画像信号に
応じた駆動電流が一定であることが重要となる。
【００１２】
　ところが、プロセス変動により電気光学素子を駆動する能動素子（駆動トランジスタ）
の閾値電圧や移動度がばらついてしまう。また、有機ＥＬ素子などの電気光学素子の特性
が経時的に変動する。このような駆動用の能動素子の特性ばらつきや電気光学素子の特性
変動があると、定電流駆動方式であっても、発光輝度に影響を与えてしまう。
【００１３】
　このため、表示装置の画面全体に亘って発光輝度を均一に制御するため、各画素回路内
で上述した駆動用の能動素子や電気光学素子の特性変動に起因する輝度変動を補正するた
めの仕組みが種々検討されている。
【００１４】
【特許文献１】特開２００６－２１５２１３号公報
【００１５】
　たとえば、特許文献１に記載の仕組みでは、有機ＥＬ素子用の画素回路として、駆動ト
ランジスタの閾値電圧にばらつきや経時変化があった場合でも駆動電流を一定にするため
の閾値補正機能や、駆動トランジスタの移動度にばらつきや経時変化があった場合でも駆
動電流を一定にするための移動度補正機能や、有機ＥＬ素子の電流－電圧特性に経時変化
があった場合でも駆動電流を一定にするためのブートストラップ機能が提案されている。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１６】
　しかしながら、有機ＥＬ素子を始めとする電気光学素子は一般的に薄膜で形成されてい
る素子であるため、たとえば、パネル製造時に埃（ダスト）などの異物が付着することで
素子が損傷した場合、発光が正常になされない滅点（光らない点）となり、パネルに画素
欠陥が生じてしまい歩留まり低下の原因となる。このような表示上の欠陥は、表示装置の
良品率を高める上で阻害要因となっており、表示装置の低コスト化を阻む。また、使用時
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に、何らかの原因で滅点となると、表示品質を損ねる。
【００１７】
　本発明は、上記事情に鑑みてなされたもので、発光が正常になされない滅点を目立たな
くすることのできる仕組みを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１８】
　本発明に係る表示装置の一形態は、信号振幅に応じた表示を行なう電流駆動型の電気光
学素子および当該電気光学素子を駆動する駆動トランジスタを含む画素回路を画素アレイ
部に備える。
【００１９】
　本発明に係る表示装置の一形態は、好ましくは、閾値補正や移動度補正あるいはブート
ストラップなど駆動電流を一定に維持する駆動信号一定化回路をさらに備えているものと
するのがよい。
【００２０】
　なお、２ＴＲ駆動構成における閾値補正に当たっては、制御部には、書込走査部での走
査に合わせて各画素回路に、駆動電流を電気光学素子に流すために使用される第１電位と
第１電位とは異なる第２電位とを切り替えて出力する駆動走査部を設け、また水平駆動部
は、基準電位と信号電位で切り替わる映像信号をサンプリングトランジスタに供給するも
のとする。そして、駆動信号一定化回路は、書込走査部、水平駆動部、および駆動走査部
の制御の元で、駆動トランジスタの電源供給端子に第１電位に対応する電圧が供給され、
かつサンプリングトランジスタに映像信号における基準電位が供給されている時間帯でサ
ンプリングトランジスタを導通させることで閾値補正動作を行なうように制御するのがよ
い。
【００２１】
　ここで、駆動電流を一定に維持する駆動信号一定化回路を設けて、閾値補正機能や移動
度補正機能あるいはブートストラップ機能などを働かせたとしても、電気光学素子が損傷
した場合、発光が正常になされない滅点となり、パネル製造の歩留まり低下や表示品質の
低下を招く。
【００２２】
　そこで、本発明に係る表示装置の一形態における特徴的な事項として、１つの画素回路
内には、駆動トランジスタからの駆動電流を分流した電流が供給される複数の電気光学素
子を設ける。各電気光学素子を有する部分を分割画素と称する。
【００２３】
　加えて、全ての分割画素の電気光学素子に対しては、それぞれ１つの駆動トランジスタ
および保持容量が共通に使用されるように構成するのが望ましいが、２つ以上の駆動トラ
ンジスタ及び保持容量が使用されるように構成されていてもよい。さらに、オン／オフ制
御が可能なスイッチ素子を、駆動トランジスタと各分割画素の電気光学素子の共通電位点
との間の駆動電流の経路上に、分割画素を選択的に有効とすることができるように配置す
る。
【００２４】
　「分割画素を選択的に有効とする」とは、複数の分割画素の任意の組合せにおいて、組
別に独立して選択し得る構成である限りどのようにスイッチ素子を配置・接続しても構わ
ない。最も好ましい態様は、分割した各分割画素（つまり電気光学素子）のそれぞれを１
つずつ選択し得るように構成するものある。このためには、分割画素ごとに、駆動トラン
ジスタと各分割画素の電気光学素子の共通電位点との間の駆動電流の経路上に、オン／オ
フ制御が可能なスイッチ素子を配置する。
【００２５】
　次に、第１の観点からの滅点対策の動作手法として、先ず、分割画素ごとに、駆動トラ
ンジスタと各分割画素の電気光学素子の共通電位点との間の駆動電流の経路上に、スイッ
チ素子が配置された構造を採用する。また、各スイッチ素子を独立にオン／オフ制御可能
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とするべく、画素アレイ部の画素回路ごとに制御信号を独立に制御可能に構成する。
【００２６】
　そして、表示装置の製造時には、画素回路を動作させてスイッチ素子の選択動作により
滅点素子の有無およびその場所を特定し、滅点素子に関してはスイッチ素子をオフさせる
ことで、滅点素子を残りの正常な電気光学素子（正常素子と称する）から電気的に分離す
る。この処理を、滅点素子をリペアすると称する。その後の通常動作時には、残りの正常
素子にて表示を行なうべく、スイッチ素子をオンさせて使用する。
【００２７】
　つまり、１画素に、複数の分割画素（つまり電気光学素子）と、各分割画素を独立して
発光させ得るスイッチ素子を分割画素ごとに駆動電流の経路上に設けることで、スイッチ
素子のオン／オフの動作によって滅点素子を特定する。滅点素子を特定したら、スイッチ
素子をオフさせることでその滅点素子をリペアして残りの正常素子にて表示を行なうこと
で、画素が完全に滅点化することを防ぐのである。
【００２８】
　また、第２の観点からの滅点対策の動作手法として、発光期間において、分割画素のそ
れぞれに設けたスイッチ素子の何れか一方の組のみを選択し全ての発光期間において固定
的に使用して発光させる。何れの組を選択するかの判定基準は、この滅点対策の動作手法
を適用しない場合よりも滅点数がより少なくなる組合せ（好ましくは最も少なくなる何れ
か１つ）、あるいは、滅点数が規格内となる組合せ（好ましくは１つの分割画素）とする
。
【００２９】
　また、第３の観点からの滅点対策の動作手法として、発光期間において、複数の分割画
素を、所定の組合せで（好ましくは分割画素別に）、時分割で制御する。
【発明の効果】
【００３０】
　本発明の一形態によれば、スイッチ素子のオン／オフ制御を利用することで、発光が正
常になされない滅点を目立たなくすることができ、製造歩留まりを向上させることができ
る。
【００３１】
　たとえば、第１の観点からの滅点対策の動作手法を適用した場合、スイッチ素子をオフ
させることで滅点素子を正常な残りの分割画素の電気光学素子と電気的に切り離すことが
でき、他の正常な分割画素の電気光学素子で表示すれば、見かけ上、点欠陥として見えな
いという効果を享受でき、１画素が完全に滅点化することを防ぐことができる。
【００３２】
　また、第２の観点からの滅点対策の動作手法を適用した場合、滅点をリペアしなくても
、この滅点対策の動作手法を適用しない場合よりも滅点数が少ない状態で使用できる。
【００３３】
　また、第３の観点からの滅点対策の動作手法を適用した場合、滅点の検査やリペアをし
なくても、分割画素の滅点位置が時間的かつ空間的に平均化されるので、画素に滅点の分
割画素が存在することの視認性を低下させることができる。
【００３４】
　また、１画素を複数の分割画素に分けるに当たり、全ての分割画素の電気光学素子に対
して、それぞれ１つの駆動トランジスタおよび保持容量を共通に使用するので、画素回路
内に増加する素子数が少ないため、高歩留まり化が実現できる。
【００３５】
　ここで、閾値補正機能およびそれに先立つ閾値補正準備機能（初期化機能）や移動度補
正機能を実現するに当たって、駆動トランジスタの電源供給端を第１電位と第２電位との
間で遷移させる、つまり電源電圧をスイッチングパルスとして使用することが有効に機能
する。すなわち、閾値補正機能や移動度補正機能を組み込むため、各画素回路の駆動トラ
ンジスタに供給する電源電圧をスイッチングパルスとして使用すると、補正用のスイッチ
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ングトランジスタやその制御入力端を制御する走査線が不要になる。
【００３６】
　結果として、２ＴＲ駆動の構成をベースとして各トランジスタの駆動タイミングなどの
変形を加えるだけでよく、画素回路の構成素子数と配線本数が大幅に削減でき、画素アレ
イ部を縮小することができ、表示装置の高精細化を達成し易くなる。画素回路の簡素化を
図りつつ、滅点によるパネルの歩留まり低下を防止することができる。素子数や配線数が
少ないため高精細化に適しており、高精細の表示が求められる小型の表示装置を容易に実
現できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３７】
　以下、図面を参照して本発明の実施形態について詳細に説明する。
【００３８】
　＜表示装置の全体概要＞
　図１および図１Ａは、本発明に係る表示装置の一実施形態であるアクティブマトリクス
型表示装置の構成の概略を示すブロック図である。本実施形態では、たとえば画素の表示
素子（電気光学素子、発光素子）として有機ＥＬ素子を、能動素子としてポリシリコン薄
膜トランジスタ（ＴＦＴ；Thin Film Transistor）をそれぞれ用い、薄膜トランジスタを
形成した半導体基板上に有機ＥＬ素子を形成してなるアクティブマトリクス型有機ＥＬデ
ィスプレイ（以下「有機ＥＬ表示装置」と称する）に適用した場合を例に説明する。
【００３９】
　なお、以下においては、画素の表示素子として有機ＥＬ素子を例に具体的に説明するが
、これは一例であって、対象となる表示素子は有機ＥＬ素子に限らない。一般的に電流駆
動で発光する表示素子の全てに、後述する全ての実施形態が同様に適用できる。
【００４０】
　図１に示す第１構成例は、滅点検査や本実施形態特有の駆動を行なうための制御信号を
生成する走査回路を有機ＥＬ表示装置１のパネル内に搭載した構成であり、図１Ａに示す
第２構成例は、滅点検査や本実施形態特有の駆動を行なうための制御信号を生成する走査
回路を有機ＥＬ表示装置１の外部に用意する、いわゆる治具対応の構成である。
【００４１】
　図１および図１Ａに示すように、有機ＥＬ表示装置１は、複数の表示素子としての有機
ＥＬ素子（図示せず）を持った画素回路（画素とも称される）Ｐが表示アスペクト比であ
る縦横比がＸ：Ｙ（たとえば９：１６）の有効映像領域を構成するように配置された表示
パネル部１００と、この表示パネル部１００を駆動制御する種々のパルス信号を発するパ
ネル制御部の一例である駆動信号生成部２００と、映像信号処理部３００を備えている。
駆動信号生成部２００と映像信号処理部３００とは、１チップのＩＣ（Integrated Circu
it；半導体集積回路）に内蔵されている。
【００４２】
　製品形態としては、図示のように、表示パネル部１００、駆動信号生成部２００、およ
び映像信号処理部３００の全てを備えたモジュール（複合部品）形態の有機ＥＬ表示装置
１として提供されることに限らず、たとえば、表示パネル部１００のみで有機ＥＬ表示装
置１として提供することも可能である。また、このような有機ＥＬ表示装置１は、半導体
メモリやミニディスク（ＭＤ）やカセットテープなどの記録媒体を利用した携帯型の音楽
プレイヤーやその他の電子機器の表示部に利用される。
【００４３】
　表示パネル部１００は、基板１０１の上に、画素回路Ｐがｎ行×ｍ列のマトリクス状に
配列された画素アレイ部１０２と、画素回路Ｐを垂直方向に走査する垂直駆動部１０３と
、画素回路Ｐを水平方向に走査する水平駆動部（水平セレクタあるいはデータ線駆動部と
も称される）１０６と、外部接続用の端子部（パッド部）１０８などが集積形成されてい
る。すなわち、垂直駆動部１０３や水平駆動部１０６などの周辺駆動回路が、画素アレイ
部１０２と同一の基板１０１上に形成された構成となっている。
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【００４４】
　垂直駆動部１０３としては、たとえば、書込走査部（ライトスキャナＷＳ；Write Scan
）１０４や電源供給能力を有する電源スキャナとして機能する駆動走査部（ドライブスキ
ャナＤＳ；Drive Scan）１０５を有する。
【００４５】
　垂直駆動部１０３と水平駆動部１０６とで、信号電位の保持容量への書込みや、閾値補
正動作や、移動度補正動作や、ブートストラップ動作を制御する制御部１０９が構成され
る。
【００４６】
　図示した垂直駆動部１０３および対応する走査線の構成は、画素回路Ｐが後述する本実
施形態の２ＴＲ構成の場合に適合させて示したものであるが、画素回路Ｐの構成によって
は、その他の走査部が設けられることもある。
【００４７】
　画素アレイ部１０２は、一例として、図示する左右方向の一方側もしくは両側から書込
走査部１０４および駆動走査部１０５で駆動され、かつ図示する上下方向の一方側もしく
は両側から水平駆動部１０６で駆動されるようになっている。
【００４８】
　端子部１０８には、有機ＥＬ表示装置１の外部に配された駆動信号生成部２００から、
種々のパルス信号が供給されるようになっている。また同様に、映像信号処理部３００か
ら映像信号Ｖsig が供給されるようになっている。カラー表示対応の場合には、色別（本
例ではＲ（赤），Ｇ（緑），Ｂ（青）の３原色）の映像信号Ｖsig_Ｒ，Ｇ，Ｂが供給され
る。
【００４９】
　一例としては、垂直駆動用のパルス信号として、垂直方向の書込み開始パルスの一例で
あるシフトスタートパルスSPDS，SPWSや垂直走査クロックCKDS，CKWSなど必要なパルス信
号が供給される。また、水平駆動用のパルス信号として、水平方向の書込み開始パルスの
一例である水平スタートパルスSPH や水平走査クロックCKH など必要なパルス信号が供給
される。
【００５０】
　端子部１０８の各端子は、配線１９９を介して、垂直駆動部１０３や水平駆動部１０６
に接続されるようになっている。たとえば、端子部１０８に供給された各パルスは、必要
に応じて図示を割愛したレベルシフタ部で電圧レベルを内部的に調整した後、バッファを
介して垂直駆動部１０３の各部や水平駆動部１０６に供給される。
【００５１】
　画素アレイ部１０２は、図示を割愛するが（詳細は後述する）、表示素子としての有機
ＥＬ素子に対して画素トランジスタが設けられた画素回路Ｐが行列状に２次元配置され、
この画素配列に対して行ごとに走査線が配線されるとともに、列ごとに信号線が配線され
た構成となっている。
【００５２】
　たとえば、画素アレイ部１０２には、垂直走査側の各走査線（書込走査線１０４WSおよ
び電源供給線１０５DSL ）と水平走査側の走査線である映像信号線（データ線）１０６HS
が形成されている。垂直走査と水平走査の各走査線の交差部分には図示を割愛した有機Ｅ
Ｌ素子とこれを駆動する薄膜トランジスタ（ＴＦＴ；Thin Film Transistor）が形成され
る。有機ＥＬ素子と薄膜トランジスタの組み合わせで画素回路Ｐを構成する。
【００５３】
　具体的には、マトリクス状に配列された各画素回路Ｐに対しては、書込走査部１０４に
よって書込駆動パルスWSで駆動されるｎ行分の書込走査線１０４WS_1～１０４WS_nおよび
駆動走査部１０５によって電源駆動パルスDSL で駆動されるｎ行分の電源供給線１０５DS
L_1 ～１０５DSL_n が画素行ごとに配線される。
【００５４】
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　書込走査部１０４および駆動走査部１０５は、駆動信号生成部２００から供給される垂
直駆動系のパルス信号に基づき、書込走査線１０４WSおよび電源供給線１０５DSL を介し
て各画素回路Ｐを順次選択する。水平駆動部１０６は、駆動信号生成部２００から供給さ
れる水平駆動系のパルス信号に基づき、選択された画素回路Ｐに対し映像信号線１０６HS
を介して映像信号Ｖsig の内の所定電位をサンプリングして保持容量に書き込ませる。
【００５５】
　本実施形態の有機ＥＬ表示装置１においては、線順次駆動や面順次駆動あるいはその他
の方式での駆動が可能になっており、たとえば、垂直駆動部１０３の書込走査部１０４お
よび駆動走査部１０５は行単位で画素アレイ部１０２を走査するとともに、これに同期し
て水平駆動部１０６が、画像信号を、１水平ライン分を同時に、画素アレイ部１０２に書
き込む。
【００５６】
　水平駆動部１０６は、全列の映像信号線１０６HS上に設けられた図示を割愛したスイッ
チを一斉にオンさせるドライバ回路を備えて構成され、映像信号処理部３００から入力さ
れる画素信号を、垂直駆動部１０３によって選択された行の１ライン分の全ての画素回路
Ｐに同時に書き込むべく、全列の映像信号線１０６HS上に設けられた図示を割愛したスイ
ッチを一斉にオンさせる。
【００５７】
　垂直駆動部１０３の各部は、論理ゲートの組合せ（ラッチも含む）によって構成され、
画素アレイ部１０２の各画素回路Ｐを行単位で選択する。なお、図１では、画素アレイ部
１０２の一方側にのみ垂直駆動部１０３を配置する構成を示しているが、画素アレイ部１
０２を挟んで左右両側に垂直駆動部１０３を配置する構成を採ることも可能である。
【００５８】
　同様に、図１では、画素アレイ部１０２の一方側にのみ水平駆動部１０６を配置する構
成を示しているが、画素アレイ部１０２を挟んで上下両側に水平駆動部１０６を配置する
構成を採ることも可能である。
【００５９】
　ここで、本実施形態の有機ＥＬ表示装置１は、詳細は後述するが、画素回路Ｐの構成と
して、有機ＥＬ素子がダストなどの欠陥によって滅点（発光しない画素）となってしまっ
た場合の対応を採る。これに対応して、有機ＥＬ表示装置１としては、滅点検査や本実施
形態特有の駆動を行なうための制御信号を生成するための機構を備える。
【００６０】
　たとえば、図１に示す第１構成例では、滅点検査や本実施形態特有の駆動を行なうため
の制御信号を生成する制御信号生成部３２３を表示パネル部１００に搭載している。制御
信号生成部３２３には、制御信号Tcnt_k用のシフトスタートパルスSPTSや走査クロックCK
TSなどの必要なパルス信号が供給される。制御信号生成部３２３は、シフトスタートパル
スSPTSや走査クロックCKTSなどに基づき、各画素回路Ｐへ供給する制御信号Tcnt_kを生成
する。
【００６１】
　一方、図１Ａに示す第２構成例では、各画素回路Ｐへ供給する制御信号Tcnt_kを表示パ
ネル部１００の外部から受け取る端子部３２４を有する。そして、装置外に検査治具とし
て、制御信号生成部３２３と同様の機能を持つ制御信号生成装置３２５を用意する構成に
している。
【００６２】
　制御信号生成部３２３を表示パネル部１００に備える第１構成例では、製造ライン上に
は制御信号生成装置３２５が不要であり、滅点素子の特定作業を有機ＥＬ表示装置１単独
で行なうことができる利点がある。たとえば、滅点素子の特定作業は、表示パネル部１０
０上の全ての画素回路Ｐについて行なう必要があるので時間が掛るが概ね一定している。
一方、滅点箇所のリペア作業は滅点数次第であり、たとえば数個であれば、滅点素子の特
定作業に比べて遙かに短時間で済む。
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【００６３】
　こういった点においては、製造時のクリティカルパスを滅点箇所のリペア工程に限定す
るべく、制御信号生成装置３２５を多数備える製造設備にすることが考えられる。その延
長線として、有機ＥＬ表示装置１そのものに制御信号生成装置３２５と同機能の制御信号
生成部３２３を備えるようにすることが考えられる。
【００６４】
　一方、制御信号生成部３２３を有機ＥＬ表示装置１ごとに備えるのは、パネルコストが
アップしてしまう難点がある。その対応として、有機ＥＬ表示装置１には端子部３２４を
設けておき、制御信号生成装置３２５を製造ライン上に多数用意することが考えられる。
他方、制御信号生成部３２３を有機ＥＬ表示装置１ごとに備えると、制御信号Tcnt_kを制
御することで、本実施形態特有の駆動を行なうことができる。
【００６５】
　制御信号生成部３２３や制御信号生成装置３２５にて生成された制御信号Tcnt_k用の各
画素回路Ｐに対する配線は、たとえば同一行（もしくは同一列）の全ての画素回路Ｐに対
して共通に制御信号Tcnt_kを供給する行走査線（もしくは列走査線）にしてもよい。ある
いは、各画素回路Ｐの検査対象の有機ＥＬ素子を個別に選択するべく、行走査線と列走査
線の双方を用意してもよい。制御信号生成部３２３を有機ＥＬ表示装置１ごとに備え、制
御信号Tcnt_kを制御することで本実施形態特有の駆動を行なう際には、どのような走査線
の配線形態を採っているか次第で、適用可能な駆動方式が異なる。
【００６６】
　＜画素回路＞
　図２は、図１に示した有機ＥＬ表示装置１を構成する本実施形態の画素回路Ｐに対する
第１比較例を示す図である。なお、表示パネル部１００の基板１０１上において画素回路
Ｐの周辺部に設けられた垂直駆動部１０３と水平駆動部１０６も合わせて示している。図
３は、本実施形態の画素回路Ｐに対する第２比較例を示す図である。なお、表示パネル部
１００の基板１０１上において画素回路Ｐの周辺部に設けられた垂直駆動部１０３と水平
駆動部１０６も合わせて示している。図４は有機ＥＬ素子や駆動トランジスタの動作点を
説明する図である。図４Ａは、有機ＥＬ素子や駆動トランジスタの特性ばらつきが駆動電
流Ｉdsに与える影響を説明する図である。
【００６７】
　図５は、本実施形態の画素回路Ｐに対する第３比較例を示す図である。なお、表示パネ
ル部１００の基板１０１上において画素回路Ｐの周辺部に設けられた垂直駆動部１０３と
水平駆動部１０６も合わせて示している。後述する本実施形態の画素回路ＰにおけるＥＬ
駆動回路は、第３比較例の画素回路Ｐにおける少なくとも保持容量１２０と駆動トランジ
スタ１２１を具備したＥＬ駆動回路をベースとする。そういった意味では、第３比較例の
画素回路Ｐは、事実上、本実施形態の画素回路ＰのＥＬ駆動回路と同様の回路構造を持つ
と言っても過言ではない。
【００６８】
　＜比較例の画素回路：第１例＞
　図２に示すように、第１比較例の画素回路Ｐは、基本的にｐチャネル型の薄膜電界効果
トランジスタ（ＴＦＴ）でドライブトランジスタが構成されている点に特徴を有する。ま
た、ドライブトランジスタの他に走査用に２つのトランジスタを使用した３Ｔｒ駆動の構
成を採っている。
【００６９】
　具体的には、第１比較例の画素回路Ｐは、ｐチャネル型の駆動トランジスタ１２１、ア
クティブＬの駆動パルスが供給されるｐチャネル型の発光制御トランジスタ１２２、アク
ティブＨの駆動パルスが供給されるｎチャネル型のサンプリングトランジスタ１２５、電
流が流れることで発光する電気光学素子（発光素子）の一例である有機ＥＬ素子１２７、
および保持容量（画素容量とも称される）１２０を有する。なお、最も単純な回路として
、発光制御トランジスタ１２２を取り外した２Ｔｒ駆動の構成を採ることもできる。この



(12) JP 2010-19963 A 2010.1.28

10

20

30

40

50

場合、有機ＥＬ表示装置１としては駆動走査部１０５を取り外した構成を採る。
【００７０】
　駆動トランジスタ１２１は、制御入力端子であるゲート端に供給される電位に応じた駆
動電流を有機ＥＬ素子１２７に供給するようになっている。一般に、有機ＥＬ素子１２７
は整流性があるためダイオードの記号で表わしている。なお、有機ＥＬ素子１２７には、
寄生容量Ｃelが存在する。図では、寄生容量Ｃelを有機ＥＬ素子１２７と並列に示す。
【００７１】
　サンプリングトランジスタ１２５は、駆動トランジスタ１２１のゲート端（制御入力端
子）側に設けられたスイッチングトランジスタであり、また、発光制御トランジスタ１２
２もスイッチングトランジスタである。なお、一般的には、サンプリングトランジスタ１
２５はアクティブＬの駆動パルスが供給されるｐチャネル型に置き換えることもできる。
発光制御トランジスタ１２２はアクティブＨの駆動パルスが供給されるｎチャネル型に置
き換えることもできる。
【００７２】
　画素回路Ｐは、垂直走査系統の走査線（書込走査線１０４WSおよび電源供給線１０５DS
）と水平走査系統の走査線である映像信号線１０６HSの交差部に配されている。書込走査
部１０４からの書込走査線１０４WSは、サンプリングトランジスタ１２５のゲート端に接
続され、駆動走査部１０５からの駆動走査線１０５DSは発光制御トランジスタ１２２のゲ
ート端に接続されている。
【００７３】
　サンプリングトランジスタ１２５は、ソース端を信号入力端として映像信号線１０６HS
に接続され、ドレイン端を信号出力端として駆動トランジスタ１２１のゲート端に接続さ
れ、その接続点と第２電源電位Ｖc2（たとえば正電源電圧、第１電源電位Ｖc1と同じでも
よい）との間に保持容量１２０が設けられている。括弧書きで示すように、サンプリング
トランジスタ１２５は、ソース端とドレイン端とを逆転させ、ドレイン端を信号入力端と
して映像信号線１０６HSに接続し、ソース端を信号出力端として駆動トランジスタ１２１
のゲート端に接続することもできる。
【００７４】
　駆動トランジスタ１２１、発光制御トランジスタ１２２、および有機ＥＬ素子１２７は
、第１電源電位Ｖc1（たとえば正電源電圧）と基準電位の一例である接地電位GND の間で
、この順に直列に接続されている。具体的には、駆動トランジスタ１２１は、ソース端が
第１電源電位Ｖc1に接続され、ドレイン端が発光制御トランジスタ１２２のソース端に接
続されている。発光制御トランジスタ１２２のドレイン端が、有機ＥＬ素子１２７のアノ
ード端に接続され、有機ＥＬ素子１２７のカソード端が、全画素共通の配線（カソード共
通配線１２７Ｋ）に接続されている。カソード共通配線１２７Ｋのカソード電位Ｖcathは
、たとえば接地電位GND とされる。
【００７５】
　図２に示した３Ｔｒ駆動や図示を割愛した２Ｔｒ駆動の何れにおいても、有機ＥＬ素子
１２７は電流発光素子のため、有機ＥＬ素子１２７に流れる電流量をコントロールするこ
とで発色の諧調を得る。このため、駆動トランジスタ１２１のゲート端への印加電圧を変
化させ、保持容量１２０に保持されるゲート・ソース間電圧Ｖgsを変化させることで、有
機ＥＬ素子１２７に流れる電流値をコントロールする。この際には、映像信号線１０６HS
から供給される映像信号Ｖsig の電位（映像信号線電位）を信号電位とする。なお、階調
を示す信号振幅はＶinとする。
【００７６】
　具体的には、まず書込走査部１０４からアクティブＨの書込駆動パルスWSを供給して書
込走査線１０４WSを選択状態とし、水平駆動部１０６から映像信号線１０６HSに信号電位
を印加すると、ｎチャネル型のサンプリングトランジスタ１２５が導通して、信号電位が
駆動トランジスタ１２１のゲート端の電位となり、信号振幅Ｖinに対応する情報が保持容
量１２０に書き込まれる。
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【００７７】
　続いて、書込駆動パルスWSをインアクティブ（本例ではＬレベル）にして書込走査線１
０４WSを非選択状態とすると、映像信号線１０６HSと駆動トランジスタ１２１とは電気的
に切り離されるが、駆動トランジスタ１２１のゲート・ソース間電圧Ｖgsは保持容量１２
０によって、原理的には、安定に保持される。
【００７８】
　続いて、駆動走査部１０５からアクティブＬの走査駆動パルスDSを供給して駆動走査線
１０５DSを選択状態にすると、ｐチャネル型の発光制御トランジスタ１２２が導通し、第
１電源電位Ｖc1から接地電位GND に向かって駆動電流が駆動トランジスタ１２１、発光制
御トランジスタ１２２、および有機ＥＬ素子１２７を流れる。
【００７９】
　次に、走査駆動パルスDSをインアクティブ（本例ではＨレベル）にして駆動走査線１０
５DSを非選択状態とすると、発光制御トランジスタ１２２がオフし、駆動電流は流れなく
なる。発光制御トランジスタ１２２は、１フィールド期間に占める有機ＥＬ素子１２７の
発光時間（デューティ）を制御するために挿入されたものであり、先にも述べたことから
推測されるように、画素回路Ｐとしては、当該発光制御トランジスタ１２２を備えている
ことは必須ではない。
【００８０】
　駆動トランジスタ１２１および有機ＥＬ素子１２７に流れる電流は、保持容量１２０に
保持されている駆動トランジスタ１２１のゲート・ソース間電圧Ｖgsに応じた値となり、
有機ＥＬ素子１２７はその電流値に応じた輝度で発光し続ける。
【００８１】
　このように、書込走査線１０４WSを選択して映像信号線１０６HSに与えられた映像信号
Ｖsig を画素回路Ｐの内部に伝える動作を、「書込み」あるいは「サンプリング」と呼ぶ
。一度信号の書込みを行なえば、次に書き換えられるまでの間、有機ＥＬ素子１２７は一
定の輝度で発光を続ける。
【００８２】
　第１比較例の画素回路Ｐでは、駆動トランジスタ１２１のゲート端に供給する印加電圧
を信号振幅Ｖinに応じて変化させることで、ＥＬ有機ＥＬ素子１２７に流れる電流値を制
御している。このとき、ｐチャネル型の駆動トランジスタ１２１のソース端は第１電源電
位Ｖc1に接続されており、この駆動トランジスタ１２１は常に飽和領域で動作している。
【００８３】
　＜比較例の画素回路：第２例＞
　次に、本実施形態の画素回路Ｐの特徴を説明する上での比較例として、図３に示す第２
比較例の画素回路Ｐについて説明する。第２比較例の画素回路Ｐを画素アレイ部１０２に
備える有機ＥＬ表示装置１を第２比較例の有機ＥＬ表示装置１と称する。
【００８４】
　第２比較例（後述する本実施形態も同様）の画素回路Ｐは、基本的にｎチャネル型の薄
膜電界効果トランジスタでドライブトランジスタが構成されている点に特徴を有する。ｐ
チャネル型ではなく、ｎチャネル型で各トランジスタを構成することができれば、トラン
ジスタ作成において従来のアモルファスシリコン（ａ－Ｓｉ）プロセスを用いることが可
能になる。これにより、トランジスタ基板の低コスト化が可能となり、このような構成の
画素回路Ｐの開発が期待される。
【００８５】
　第２比較例の画素回路Ｐは、基本的にｎチャネル型の薄膜電界効果トランジスタでドラ
イブトランジスタが構成されている点で後述する本実施形態と同じであるが、有機ＥＬ素
子１２７や駆動トランジスタ１２１の特性変動（ばらつきや経時変化）による駆動電流Ｉ
dsに与える影響を防ぐための駆動信号一定化回路が設けられていない。
【００８６】
　具体的には、第２比較例の画素回路Ｐは、第１比較例の画素回路Ｐにおけるｐチャネル
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型の駆動トランジスタ１２１を単純にｎチャネル型の駆動トランジスタ１２１に置き換え
、そのソース端側に発光制御トランジスタ１２２や有機ＥＬ素子１２７を配置したもので
ある。なお、発光制御トランジスタ１２２もｎチャネル型に置き換えている。もちろん、
最も単純な回路として、発光制御トランジスタ１２２を取り外した２Ｔｒ駆動の構成を採
ることもできる。
【００８７】
　第２比較例の画素回路Ｐでは、発光制御トランジスタを設けるか否かに関わらず、有機
ＥＬ素子１２７を駆動するときには、駆動トランジスタ１２１のドレイン端側が第１電源
電位Ｖc1に接続され、ソース端が有機ＥＬ素子１２７のアノード端側に接続されることで
、全体としてソースフォロワ回路を形成するようになっている。
【００８８】
　＜電気光学素子のＩel－Ｖel特性との関係＞
　一般的に、図４に示すように、駆動トランジスタ１２１はドレイン・ソース間電圧に関
わらず駆動電流Ｉdsが一定となる飽和領域で駆動される。よって、飽和領域で動作するト
ランジスタのドレイン端－ソース間に流れる電流をＩds、移動度をμ、チャネル幅（ゲー
ト幅）をＷ、チャネル長（ゲート長）をＬ、ゲート容量（単位面積当たりのゲート酸化膜
容量）をＣox、トランジスタの閾値電圧をＶthとすると、駆動トランジスタ１２１は下記
の式（１）に示した値を持つ定電流源となっている。なお、“＾”はべき乗を示す。式（
１）から明らかなように、飽和領域ではトランジスタのドレイン電流Ｉdsはゲート・ソー
ス間電圧Ｖgsによって制御され定電流源として動作する。
【００８９】

【数１】

【００９０】
　ところが、一般的に有機ＥＬ素子を始めとする電流駆動型の発光素子のＩ－Ｖ特性は、
図４Ａ（１）に示すように時間が経過すると変化する。図４Ａ（１）に示す有機ＥＬ素子
で代表される電流駆動型の発光素子の電流－電圧（Ｉel－Ｖel）特性において、実線で示
す曲線が初期状態時の特性を示し、破線で示す曲線が経時変化後の特性を示している。
【００９１】
　たとえば、発光素子の一例である有機ＥＬ素子１２７に発光電流Ｉelが流れるとき、そ
のアノード・カソード間電圧Ｖelは一意的に決定される。ところが、図４Ａ（１）に示す
ように、発光期間中では、有機ＥＬ素子１２７のアノード端は駆動トランジスタ１２１の
ドレイン・ソース間電流Ｉds（＝駆動電流Ｉds）で決定される発光電流Ｉelが流れ、それ
によって有機ＥＬ素子１２７のアノード・カソード間電圧Ｖel分だけ上昇する。
【００９２】
　図２に示した第１比較例の画素回路Ｐは、この有機ＥＬ素子１２７のアノード・カソー
ド間電圧Ｖel分の上昇の影響は駆動トランジスタ１２１のドレイン端側に現れるが、駆動
トランジスタ１２１が飽和領域で動作する定電流駆動であるため、有機ＥＬ素子１２７に
は定電流Ｉdsが流れ続け、有機ＥＬ素子１２７のＩel－Ｖel特性が変化してもその発光輝
度が経時変化することはない。
【００９３】
　駆動トランジスタ１２１と発光制御トランジスタ１２２と保持容量１２０とサンプリン
グトランジスタ１２５とを備え、図２に示した接続態様とされた画素回路Ｐの構成にて、
電気光学素子の一例である有機ＥＬ素子１２７の電流－電圧特性の変化を補正して駆動電
流を一定に維持する駆動信号一定化回路が構成されるようになっているのである。
【００９４】
　つまり、画素回路Ｐを映像信号Ｖsig で駆動するとき、ｐチャネル型の駆動トランジス
タ１２１のソース端は第１電源電位Ｖc1に接続されており、常に飽和領域で動作するよう
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に設計されているので、式（１）に示した値を持つ定電流源となる。
【００９５】
　また、第１比較例の画素回路Ｐにおいては、有機ＥＬ素子１２７のＩel－Ｖel特性の経
時変化（図４Ａ（１））とともに、駆動トランジスタ１２１のドレイン端の電圧が変化し
てゆくが、駆動トランジスタ１２１は、保持容量１２０のブートストラップ機能によって
ゲート・ソース間電圧Ｖgsが原理的には一定に保持されるため、駆動トランジスタ１２１
は定電流源として動作し、その結果、有機ＥＬ素子１２７には一定量の電流が流れ、有機
ＥＬ素子１２７を一定の輝度で発光させることができ、発光輝度は変化しない。
【００９６】
　第２比較例の画素回路Ｐでも、駆動トランジスタ１２１のソース端の電位（ソース電位
Ｖｓ）は、駆動トランジスタ１２１と有機ＥＬ素子１２７との動作点で決まるし、駆動ト
ランジスタ１２１は飽和領域で駆動されるので、動作点のソース電圧に対応したゲート・
ソース間電圧Ｖgsに関し、前述の式（１）に規定された電流値の駆動電流Ｉdsを流す。
【００９７】
　ところが、第１比較例の画素回路Ｐのｐチャネル型の駆動トランジスタ１２１をｎチャ
ネル型に変更した単純な回路（第２比較例の画素回路Ｐ）では、ソース端が有機ＥＬ素子
１２７側に接続されてしまう。その結果、前述の図４Ａ（１）に示したように経時変化す
る有機ＥＬ素子１２７のＩel－Ｖel特性により、同じ発光電流Ｉelに対するアノード・カ
ソード間電圧ＶelがＶel1 からＶel2 へと変化することで、駆動トランジスタ１２１の動
作点が変化してしまい、同じゲート電位Ｖｇを印加しても駆動トランジスタ１２１のソー
ス電位Ｖｓは変化してしまう。これにより、駆動トランジスタ１２１のゲート・ソース間
電圧Ｖgsは変化してしまう。特性式（１）から明らかなように、ゲート・ソース間電圧Ｖ
gsが変動すると、たとえゲート電位Ｖｇが一定であっても駆動電流Ｉdsが変動し、同時に
有機ＥＬ素子１２７に流れる電流値（発光電流Ｉel）が変化し、発光輝度は変化してしま
うことになる。
【００９８】
　このように第２比較例の画素回路Ｐでは、発光素子の一例である有機ＥＬ素子１２７の
Ｉel－Ｖel特性の経時変動による有機ＥＬ素子１２７のアノード電位変動が、駆動トラン
ジスタ１２１のゲート・ソース間電圧Ｖgsの変動となって現れ、ドレイン電流（駆動電流
Ｉds）の変動を引き起こす。この原因による駆動電流Ｉdsの変動は画素回路Ｐごとの発光
輝度のばらつきや経時変動となって現れ、画質の劣化が起きる。
【００９９】
　これに対して、詳細は後述するが、ｎチャネル型の駆動トランジスタ１２１を使用する
場合においても、駆動トランジスタ１２１のソース端の電位Ｖｓの変動にゲート端の電位
Ｖｇが連動するようにするブートストラップ機能を実現する回路構成および駆動タイミン
グとすることで、有機ＥＬ素子１２７の特性の経時変動による有機ＥＬ素子１２７のアノ
ード電位変動（つまり駆動トランジスタ１２１のソース電位変動）があっても、その変動
を相殺するようにゲート電位Ｖｇを変動させることができる。これにより、画面輝度の均
一性（ユニフォーミティ）を確保できる。ブートストラップ機能により、有機ＥＬ素子を
代表とする電流駆動型の発光素子の経時変動補正能力を向上させることができる。
【０１００】
　もちろん、このブートストラップ機能は、発光開始時点で、有機ＥＬ素子１２７に発光
電流Ｉelが流れ始め、それによってアノード・カソード間電圧Ｖelが安定となるまで上昇
していく過程で、そのアノード・カソード間電圧Ｖelの変動に伴って駆動トランジスタ１
２１のソース電位Ｖｓが変動する際にも機能する。
【０１０１】
　＜駆動トランジスタのＶgs－Ｉds特性との関係＞
　また、第１および第２比較例では、駆動トランジスタ１２１の特性については特に問題
視していなかったが、画素ごとに駆動トランジスタ１２１の特性が異なると、その影響が
駆動トランジスタ１２１に流れる駆動電流Ｉdsに影響を及ぼす。一例としては、式（１）
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から分かるように、移動度μや閾値電圧Ｖthが画素によってばらついた場合や経時的に変
化した場合、ゲート・ソース間電圧Ｖgsが同じであっても、駆動トランジスタ１２１に流
れる駆動電流Ｉdsにばらつきや経時変化が生じ、有機ＥＬ素子１２７の発光輝度も画素ご
とに変化してしまうことになる。
【０１０２】
　たとえば、駆動トランジスタ１２１の製造プロセスのばらつきにより、画素回路Ｐごと
に閾値電圧Ｖthや移動度μなどの特性変動がある。駆動トランジスタ１２１を飽和領域で
駆動する場合においても、この特性変動により、駆動トランジスタ１２１に同一のゲート
電位を与えても、画素回路Ｐごとにドレイン電流（駆動電流Ｉds）が変動し、発光輝度の
ばらつきになって現れる。
【０１０３】
　前述のように、駆動トランジスタ１２１が飽和領域で動作しているときのドレイン電流
Ｉdsは、特性式（１）で表される。駆動トランジスタ１２１の閾値電圧ばらつきに着目し
た場合、特性式（１）から明らかなように、閾値電圧Ｖthが変動すると、ゲート・ソース
間電圧Ｖgsが一定であってもドレイン電流Ｉdsが変動する。つまり、閾値電圧Ｖthのばら
つきに対して何ら対策を施さないと、閾値電圧がＶth１のときＶgsに対応する駆動電流が
Ｉds１となるのに対して、閾値電圧がＶth２のときの同じゲート電圧Ｖgsに対応する駆動
電流Ｉds２はＩds１と異なってしまう。
【０１０４】
　また、駆動トランジスタ１２１の移動度ばらつきに着目した場合、特性式（１）から明
らかなように、移動度μが変動すると、ゲート・ソース間電圧Ｖgsが一定であってもドレ
イン電流Ｉdsが変動する。つまり、移動度μのばらつきに対して何ら対策を施さないと、
移動度がμ１のときゲート・ソース間電圧Ｖgsに対応する駆動電流がＩds１となるのに対
して、移動度がμ２のときの同じゲート・ソース間電圧Ｖgsに対応する駆動電流Ｉds２は
Ｉds１と異なってしまう。
【０１０５】
　このように、閾値電圧Ｖthや移動度μの違いでＶgs－Ｉds特性に大きな違いが出てしま
うと、同じ信号振幅Ｖinを与えても、駆動電流Ｉdsすなわち発光輝度が異なってしまい、
画面輝度の均一性が得られない。これに対して、閾値補正機能および移動度補正機能を実
現する駆動タイミング（詳細は後述する）とすることで、それらの変動の影響を抑制でき
、画面輝度の均一性を確保できる。
【０１０６】
　本実施形態で採用する閾値補正動作および移動度補正動作では、書込みゲインが１（理
想値）であると仮定した場合、発光時のゲート・ソース間電圧Ｖgsが“Ｖin＋Ｖth－ΔＶ
”で表されるようにすることで、ドレイン・ソース間電流Ｉdsが、閾値電圧Ｖthのばらつ
きや変動に依存しないようにするとともに、移動度μのばらつきや変動に依存しないよう
にする。結果として、閾値電圧Ｖthや移動度μが製造プロセスや経時により変動しても、
駆動電流Ｉdsは変動せず、有機ＥＬ素子１２７の発光輝度も変動しない。移動度補正時に
は、大きな移動度μ１に対しては移動度補正パラメータΔＶ１が大きくなるようにする一
方、小さい移動度μ２に対しては移動度補正パラメータΔＶ２も小さくなるように負帰還
をかけることになる。こう言った意味で、移動度補正パラメータΔＶを負帰還量ΔＶとも
称する。
【０１０７】
　＜比較例の画素回路：第３例＞
　図３に示す第２比較例の画素回路Ｐにおける有機ＥＬ素子１２７の経時変化による駆動
電流変動を防ぐ回路（ブートストラップ回路）を搭載し、また駆動トランジスタ１２１の
特性変動（閾値電圧ばらつきや移動度ばらつき）による駆動電流変動を防ぐ駆動方式を採
用したのが本実施形態の画素回路Ｐにてベースとする図５に示す第３比較例の画素回路Ｐ
である。第３比較例の画素回路Ｐを画素アレイ部１０２に備える有機ＥＬ表示装置１を第
３比較例の有機ＥＬ表示装置１と称する。
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【０１０８】
　第３比較例の画素回路Ｐは、第２比較例の画素回路Ｐと同様に、ｎチャネル型の駆動ト
ランジスタ１２１を使用する。加えて、有機ＥＬ素子の経時変化による当該有機ＥＬ素子
への駆動電流Ｉdsの変動を抑制するための回路、すなわち電気光学素子の一例である有機
ＥＬ素子の電流－電圧特性の変化を補正して駆動電流Ｉdsを一定に維持する駆動信号一定
化回路を備えた点に特徴を有する。さらに、有機ＥＬ素子の電流－電圧特性に経時変化が
あった場合でも駆動電流を一定にする機能を備えた点に特徴を有する。
【０１０９】
　すなわち、駆動トランジスタ１２１の他に走査用に１つのスイッチングトランジスタ（
サンプリングトランジスタ１２５）を使用する２ＴＲ駆動の構成を採るとともに、各スイ
ッチングトランジスタを制御する電源駆動パルスDSL および書込駆動パルスWSのオン／オ
フタイミングの設定により、有機ＥＬ素子１２７の経時変化や駆動トランジスタ１２１の
特性変動（たとえば閾値電圧や移動度などのばらつきや変動）による駆動電流Ｉdsに与え
る影響を防ぐ点に特徴を有する。２ＴＲ駆動の構成であり、素子数や配線数が少ないため
、高精細化が可能である。
【０１１０】
　図３に示した第２比較例に対しての構成上の大きな違いは、保持容量１２０の接続態様
を変形して、有機ＥＬ素子１２７の経時変化による駆動電流変動を防ぐ回路として、駆動
信号一定化回路の一例であるブートストラップ回路を構成する点にある。駆動トランジス
タ１２１の特性変動（たとえば閾値電圧や移動度などのばらつきや変動）による駆動電流
Ｉdsに与える影響を抑制する方法としては、各トランジスタ１２１，１２５の駆動タイミ
ングを工夫することで対処する。
【０１１１】
　具体的には、第３比較例の画素回路Ｐは、保持容量１２０、ｎチャネル型の駆動トラン
ジスタ１２１、およびアクティブＨ（ハイ）の書込駆動パルスWSが供給されるｎチャネル
型のサンプリングトランジスタ１２５、電流が流れることで発光する電気光学素子（発光
素子）の一例である有機ＥＬ素子１２７を有する。
【０１１２】
　駆動トランジスタ１２１のゲート端（ノードＮＤ１２２）とソース端との間に保持容量
１２０が接続され、駆動トランジスタ１２１のソース端が直接に有機ＥＬ素子１２７のア
ノード端に接続されている。保持容量１２０は、ブートストラップ容量としても機能する
ようになっている。有機ＥＬ素子１２７のカソード端は、第１比較例や第２比較例と同様
に、全画素共通のカソード共通配線１２７Ｋに接続され、カソード電位Ｖcath（たとえば
接地電位GND ）が与えられる。
【０１１３】
　駆動トランジスタ１２１のドレイン端は、電源スキャナとして機能する駆動走査部１０
５からの電源供給線１０５DSL に接続されている。電源供給線１０５DSL は、この電源供
給線１０５DSL そのものが、駆動トランジスタ１２１に対しての電源供給能力を備える点
に特徴を有する。
【０１１４】
　具体的には、駆動走査部１０５は、駆動トランジスタ１２１のドレイン端に対して、そ
れぞれ電源電圧に相当する高電圧側の第１電位Ｖccと低電圧側の第２電位Ｖssとを切り替
えて供給する電源電圧切替回路を具備している。
【０１１５】
　第２電位Ｖssとしては、映像信号線１０６HSにおける映像信号Ｖsig のオフセット電位
Ｖofs （基準電位Ｖｏとも称する）より十分低い電位とする。具体的には、駆動トランジ
スタ１２１のゲート・ソース間電圧Ｖgs（ゲート電位Ｖｇとソース電位Ｖｓの差）が駆動
トランジスタ１２１の閾値電圧Ｖthより大きくなるように、電源供給線１０５DSL の低電
位側の第２電位Ｖssを設定する。なお、オフセット電位Ｖofs は、閾値補正動作に先立つ
初期化動作に利用するとともに映像信号線１０６HSを予めプリチャージにしておくために
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も利用する。
【０１１６】
　サンプリングトランジスタ１２５は、ゲート端が書込走査部１０４からの書込走査線１
０４WSに接続され、ドレイン端が映像信号線１０６HSに接続され、ソース端が駆動トラン
ジスタ１２１のゲート端（ノードＮＤ１２２）に接続されている。そのゲート端には、書
込走査部１０４からアクティブＨの書込駆動パルスWSが供給される。
【０１１７】
　サンプリングトランジスタ１２５は、ソース端とドレイン端とを逆転させた接続態様と
することもできる。また、サンプリングトランジスタ１２５としては、ディプレション型
およびエンハンスメント型の何れをも使用できる。
【０１１８】
　＜画素回路の動作：第３比較例＞
　図６は、図５に示した第３比較例の画素回路Ｐに関する第３比較例（実質的に本実施形
態と同様）の駆動タイミングの基本例を説明するタイミングチャートであり、線順次駆動
の場合で示している。図６においては、時間軸を共通にして、書込走査線１０４WSの電位
変化、電源供給線１０５DSL の電位変化、および映像信号線１０６HSの電位変化を表して
ある。また、これらの電位変化と並行に、１行分（図では１行目）について駆動トランジ
スタ１２１のゲート電位Ｖｇおよびソース電位Ｖｓの変化も表してある。
【０１１９】
　映像信号Ｖsig を線順次駆動で画素回路Ｐに供給するようにしており、書込駆動パルス
WS、電源駆動パルスDSL は、１行分を１組として、各信号のタイミング（特に位相関係）
が行単位で独立に制御され、行が代わると１Ｈ（Ｈは水平走査期間）分シフトされる。
【０１２０】
　以下では、説明や理解を容易にするため、特段の断りのない限り、書込みゲインが１（
理想値）であると仮定して、保持容量１２０に信号振幅Ｖinの情報を、書き込む、保持す
る、あるいはサンプリングするなどと簡潔に記して説明する。書込みゲインが１未満の場
合、保持容量１２０には信号振幅Ｖinの大きさそのものではなく、信号振幅Ｖinの大きさ
に対応するゲイン倍された情報が保持されることになる。
【０１２１】
　因みに、信号振幅Ｖinに対応する保持容量１２０に書き込まれる情報の大きさの割合を
、書込みゲインＧinput と称する。ここで、書込みゲインＧinput は、具体的には、電気
回路的に保持容量１２０と並列に配置される寄生容量を含めた全容量Ｃ１と、電気回路的
に保持容量１２０と直列に配置される全容量Ｃ２との容量直列回路において、信号振幅Ｖ
inを容量直列回路に供給したときに容量Ｃ１に配分される電荷量に関係する。式で表せば
、ｇ＝Ｃ１／（Ｃ１＋Ｃ２）とすると、書込みゲインＧinput ＝Ｃ２／（Ｃ１＋Ｃ２）＝
１－Ｃ１／（Ｃ１＋Ｃ２）＝１－ｇとなる。以下の説明において、“ｇ”が登場する記載
は書込みゲインを考慮したものである。
【０１２２】
　また、説明や理解を容易にするため、特段の断りのない限り、ブートストラップゲイン
が１（理想値）であると仮定して簡潔に記して説明する。因みに、駆動トランジスタ１２
１のゲート・ソース間に保持容量１２０が設けられている場合に、ソース電位Ｖｓの上昇
に対するゲート電位Ｖｇの上昇率をブートストラップゲイン（ブートストラップ動作能力
）Ｇbst と称する。ここで、ブートストラップゲインＧbst は、具体的には、保持容量１
２０の容量値Ｃｓ、駆動トランジスタ１２１のゲート・ソース間に形成される寄生容量Ｃ
１２１gsの容量値Ｃgs、ゲート・ドレイン間に形成される寄生容量Ｃ１２１gdの容量値Ｃ
gd、およびサンプリングトランジスタ１２５のゲート・ソース間に形成される寄生容量Ｃ
１２５gsの容量値Ｃwsに関係する。式で表せば、ブートストラップゲインＧbst ＝（Ｃｓ
＋Ｃgs）／（Ｃｓ＋Ｃgs＋Ｃgd＋Ｃws）となる。
【０１２３】
　また、第３比較例の駆動タイミングでは、映像信号Ｖsig が非有効期間であるオフセッ
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ト電位Ｖofs にある期間を１水平期間の前半部とし、有効期間である信号電位（Ｖofs ＋
Ｖin）にある期間を１水平期間の後半部とする。また、映像信号Ｖsig の有効期間と非有
効期間を合わせた１水平期間ごとに、閾値補正動作を複数回（図では３回）に亘って繰り
返すようにする。その各回の映像信号Ｖsig の有効期間と非有効期間の切替タイミング（
ｔ１３Ｖ，ｔ１５Ｖ）、および書込駆動パルスWSのアクティブとインアクティブの切替タ
イミング（ｔ１３Ｗ，ｔ１５Ｗ）については、そのタイミングに、各回を“_ ”なしの参
照子で示すことで区別する。
【０１２４】
　第３比較例では、１水平期間を処理サイクルとして、閾値補正動作を複数回に亘って繰
り返すようにしているが、この繰返し動作は必須ではなく、１水平期間を処理サイクルと
して、１回のみの閾値補正動作を実行するようにしてもよい。
【０１２５】
　１水平期間が閾値補正動作の処理サイクルとなるのは、行ごとに、サンプリングトラン
ジスタ１２５が信号振幅Ｖinの情報を保持容量１２０にサンプリングする前に、閾値補正
動作に先立って、電源供給線１０５DSL の電位を第２電位Ｖssにセットし、また駆動トラ
ンジスタ１２１のゲートをオフセット電位Ｖofs にセットし、さらにソース電位を第２電
位Ｖssにセットする初期化動作を経てから、電源供給線１０５DSL の電位が第１電位Ｖcc
にある状態でかつ映像信号線１０６HSがオフセット電位Ｖofs にある時間帯でサンプリン
グトランジスタ１２５を導通させて駆動トランジスタ１２１の閾値電圧Ｖthに対応する電
圧を保持容量１２０に保持させようとする閾値補正動作を行なうからである。
【０１２６】
　必然的に、閾値補正期間は、１水平期間よりも短くなってしまう。したがって、保持容
量１２０の容量Ｃｓや第２電位Ｖssの大きさ関係やその他の要因で、この短い１回分の閾
値補正動作期間では、閾値電圧Ｖthに対応する正確な電圧を保持容量１２０に保持仕切れ
ないケースも起こり得る。第３比較例において、閾値補正動作を複数回実行するのは、こ
の対処のためである。すなわち、信号振幅Ｖinの情報の保持容量１２０へのサンプリング
（信号書込み）に先行する複数の水平周期で、閾値補正動作を繰り返し実行することで、
確実に駆動トランジスタ１２１の閾値電圧Ｖthに相当する電圧を保持容量１２０に保持さ
せるのである。
【０１２７】
　まず、有機ＥＬ素子１２７の発光期間Ｂでは、電源供給線１０５DSL が第１電位Ｖccで
あり、サンプリングトランジスタ１２５がオフした状態である。このとき、駆動トランジ
スタ１２１は飽和領域で動作するように設定されているため、有機ＥＬ素子１２７に流れ
る駆動電流Ｉdsは駆動トランジスタ１２１のゲート・ソース間電圧Ｖgsに応じて、式（１
）に示される値をとる。
【０１２８】
　次に、非発光期間に入ると、先ず放電期間Ｃでは、電源供給線１０５DSL を第２電位Ｖ
ssに切り替える。このとき、第２電位Ｖssが有機ＥＬ素子１２７の閾値電圧ＶthELとカソ
ード電位Ｖcathの和よりも小さいとき、つまり“Ｖss＜ＶthEL＋Ｖcath”であれば、有機
ＥＬ素子１２７は消光し、電源供給線１０５DSL が駆動トランジスタ１２１のソース側と
なる。このとき、有機ＥＬ素子１２７のアノードは第２電位Ｖssに充電される。
【０１２９】
　さらに、初期化期間Ｄでは、映像信号線１０６HSがオフセット電位Ｖofs となったとき
にサンプリングトランジスタ１２５をオンして駆動トランジスタ１２１のゲート電位をオ
フセット電位Ｖofs とする。このとき、駆動トランジスタ１２１のゲート・ソース間電圧
Ｖgsは“Ｖofs －Ｖss”という値をとる。この“Ｖofs －Ｖss”が駆動トランジスタ１２
１の閾値電圧Ｖthよりも大きくないと閾値補正動作を行なうことができないために、“Ｖ
ofs －Ｖss＞Ｖth”とする必要がある。
【０１３０】
　この後、第１閾値補正期間Ｅに入ると、電源供給線１０５DSL を再び第１電位Ｖccに切
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り替える。電源供給線１０５DSL （つまり駆動トランジスタ１２１への電源電圧）を第１
電位Ｖccとすることで、有機ＥＬ素子１２７のアノードが駆動トランジスタ１２１のソー
スとなり駆動トランジスタ１２１から駆動電流Ｉdsが流れる。有機ＥＬ素子１２７の等価
回路はダイオードと容量で表されるため、有機ＥＬ素子１２７のカソード電位Ｖcathに対
するアノード電位をＶelとしたとき、“Ｖel≦Ｖcath＋ＶthEL”である限り、換言すれば
、有機ＥＬ素子１２７のリーク電流が駆動トランジスタ１２１に流れる電流よりもかなり
小さい限り、駆動トランジスタ１２１の駆動電流Ｉdsは保持容量１２０と有機ＥＬ素子１
２７の寄生容量Ｃelを充電するために使われる。このとき、有機ＥＬ素子１２７のアノー
ド電位Ｖelは時間とともに上昇してゆく。
【０１３１】
　一定時間経過後、サンプリングトランジスタ１２５をオフする。このとき、駆動トラン
ジスタ１２１のゲート・ソース間電圧Ｖgsが閾値電圧Ｖthよりも大きいと（つまり閾値補
正が完了していないと）、駆動トランジスタ１２１の駆動電流Ｉdsは保持容量１２０を受
電するように流れ続け、駆動トランジスタ１２１のゲート・ソース間電圧Ｖgsは上昇して
ゆく。このとき、有機ＥＬ素子１２７には逆バイアスがかかっているため、有機ＥＬ素子
１２７が発光することはない。
【０１３２】
　さらに第２閾値補正期間Ｇに入ると、再び映像信号線１０６HSがオフセット電位Ｖofs 
となったときにサンプリングトランジスタ１２５をオンして駆動トランジスタ１２１のゲ
ート電位をオフセット電位Ｖofs として、再度閾値補正動作を開始する。この動作を繰り
返すことで、最終的に、駆動トランジスタ１２１のゲート・ソース間電圧Ｖgsは閾値電圧
Ｖthという値をとる。このとき“Ｖel＝Ｖofs －Ｖth≦Ｖcath＋ＶthEL”となっている。
【０１３３】
　閾値補正動作終了後（本例では第３閾値補正期間Ｉの後）、サンプリングトランジスタ
１２５をオフして書込み＆移動度補正準備期間Ｊに入る。映像信号線１０６HSが信号電位
（Ｖofs ＋Ｖin）となったときに、サンプリングトランジスタ１２５を再度オンしてサン
プリング期間＆移動度補正期間Ｋに入る。信号振幅Ｖinは階調に応じた値である。サンプ
リングトランジスタ１２５のゲート電位はサンプリングトランジスタ１２５をオンしてい
るために信号電位（Ｖofs ＋Ｖin）となるが、駆動トランジスタ１２１のドレイン端は第
１電位Ｖccであり駆動電流Ｉdsが流れるためソース電位Ｖｓは時間とともに上昇してゆく
。図では、この上昇分をΔＶで示している。
【０１３４】
　このとき、ソース電圧Ｖｓが有機ＥＬ素子１２７の閾値電圧ＶthELとカソード電位Ｖca
thの和を越えなければ、換言すると、有機ＥＬ素子１２７のリーク電流が駆動トランジス
タ１２１に流れる電流よりもかなり小さければ、駆動トランジスタ１２１の駆動電流Ｉds
は保持容量１２０と有機ＥＬ素子１２７の寄生容量とＣelを充電するのに使用される。
【０１３５】
　この時点では、駆動トランジスタ１２１の閾値補正動作は完了しているため、駆動トラ
ンジスタ１２１が流す電流は移動度μを反映したものとなる。具体的には、移動度μが大
きいと、このときの電流量が大きく、ソースの上昇も早い。逆に移動度μが小さいと、電
流量が小さく、ソースの上昇は遅くなる。これにより、駆動トランジスタ１２１のゲート
・ソース間電圧Ｖgsは移動度μを反映して小さくなり、一定時間経過後に完全に移動度μ
を補正するゲート・ソース間電圧Ｖgsとなる。
【０１３６】
　この後には、発光期間Ｌに入り、サンプリングトランジスタ１２５をオフして書込みを
終了し、有機ＥＬ素子１２７を発光させる。保持容量１２０によるブートストラップ効果
により、駆動トランジスタ１２１のゲート・ソース間電圧Ｖgsは一定であるので、駆動ト
ランジスタ１２１は一定電流（駆動電流Ｉds）を有機ＥＬ素子１２７に流し、有機ＥＬ素
子１２７のアノード電位Ｖelは有機ＥＬ素子１２７に駆動電流Ｉdsという電流が流れる電
圧Ｖｘまで上昇し、有機ＥＬ素子１２７は発光する。



(21) JP 2010-19963 A 2010.1.28

10

20

30

40

50

【０１３７】
　第３比較例の画素回路Ｐにおいても、有機ＥＬ素子１２７は発光時間が長くなるとその
Ｉ－Ｖ特性は変化してしまう。そのため、ノードＮＤ１２１の電位（つまり駆動トランジ
スタ１２１のソース電位Ｖｓ）も変化する。しかしながら、駆動トランジスタ１２１のゲ
ート・ソース間電圧Ｖgsは保持容量１２０によるブートストラップ効果で一定値に保たれ
ているので、有機ＥＬ素子１２７に流れる電流は変化しない。よって、有機ＥＬ素子１２
７のＩ－Ｖ特性が劣化しても、有機ＥＬ素子１２７には一定電流（駆動電流Ｉds）が常に
流れ続け、有機ＥＬ素子１２７の輝度が変化することはない。
【０１３８】
　ここで、駆動電流Ｉds対ゲート電圧Ｖgsの関係は、先のトランジスタ特性を表した式（
１）のＶgsに“Ｖin－ΔＶ＋Ｖth”を代入することで、式（２－１）のように表すことが
できる。因みに、書込みゲインを考慮したときには、式（１）のＶgsに“（１－ｇ）Ｖin
－ΔＶ＋Ｖth”を代入することで、式（２－２）のように表すことができる。式（２－１
）や式（２－２）（纏めて式（２）と称する）において、ｋ＝（１／２）（Ｗ／Ｌ）Ｃox
である。
【０１３９】
【数２】

【０１４０】
　この式（２）から、閾値電圧Ｖthの項がキャンセルされており、有機ＥＬ素子１２７に
供給される駆動電流Ｉdsは駆動トランジスタ１２１の閾値電圧Ｖthに依存しないことが分
かる。基本的に駆動電流Ｉdsは信号振幅Ｖin（詳しくは信号振幅Ｖinに対応して保持容量
１２０に保持されるサンプリング電圧＝Ｖgs）によって決まる。換言すると、有機ＥＬ素
子１２７は信号振幅Ｖinに応じた輝度で発光することになる。
【０１４１】
　その際、保持容量１２０に保持される情報はソース電位Ｖｓの上昇分ΔＶで補正されて
いる。上昇分ΔＶはちょうど式（２）の係数部に位置する移動度μの効果を打ち消すよう
に働く。こう言った意味で、上昇分ΔＶは、移動度補正パラメータΔＶや負帰還量ΔＶと
も称する。
【０１４２】
　有機ＥＬ素子１２７に流れる駆動電流Ｉdsは、駆動トランジスタ１２１の閾値電圧Ｖth
や移動度μの変動が相殺され、実質的に信号振幅Ｖinのみに依存することになる。駆動電
流Ｉdsは閾値電圧Ｖthや移動度μに依存しないので、閾値電圧Ｖthや移動度μが製造プロ
セスによりばらついていたり経時変化があったりしても、ドレイン・ソース間の駆動電流
Ｉdsは変動せず、有機ＥＬ素子１２７の発光輝度も変動しない。
【０１４３】
　また、ｎチャネル型の駆動トランジスタ１２１を使用する場合においても、駆動トラン
ジスタ１２１のソース端の電位Ｖｓの変動にゲート端の電位Ｖｇが連動するようにするブ
ートストラップ機能を実現する回路構成および駆動タイミングとすることで、有機ＥＬ素
子１２７の特性の経時変動による有機ＥＬ素子１２７のアノード電位変動（つまり駆動ト
ランジスタ１２１のソース電位変動）があっても、その変動を相殺するようにゲート電位
Ｖｇを変動させることができる。
【０１４４】
　これにより、有機ＥＬ素子１２７の特性の経時変化の影響を受けず、画面輝度の均一性
を確保できる。駆動トランジスタ１２１のゲート・ソース間の保持容量１２０によるブー
トストラップ機能により、有機ＥＬ素子を代表とする電流駆動型の発光素子の経時変動補
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正能力を向上させることができるのである。もちろん、ブートストラップ機能は、発光開
始時点で、有機ＥＬ素子１２７に発光電流Ｉelが流れ始め、それによってアノード・カソ
ード間電圧Ｖelが安定となるまで上昇していく過程で、そのアノード・カソード間電圧Ｖ
elの変動に伴って駆動トランジスタ１２１のソース電位Ｖｓが変動する際にも機能する。
【０１４５】
　このように、第３比較例の画素回路Ｐ（事実上、後述する本実施形態の画素回路Ｐも同
様）およびそれを駆動する制御部１０９による駆動タイミングによれば、駆動トランジス
タ１２１や有機ＥＬ素子１２７の特性変動（ばらつきや経時変動）があった場合でも、そ
れらの変動分を補正することで、表示画面上にはその影響が現われず、輝度変化のない高
品質な画像表示が可能になる。
【０１４６】
　しかしながら、画素アレイ部１０２における各有機ＥＬ素子１２７に欠陥があると、そ
の部分が発光しない点欠陥として視認され、表示品質を損ねることになり、問題となる難
点がある。以下、この問題点とその改善手法について、具体的に説明する。
【０１４７】
　＜＜画素欠陥と対策手法の比較例について＞＞
　図７～図８Ａは、画素アレイ部１０２の画素回路Ｐにおける点欠陥を説明する図である
。ここで、図７は、滅点発生時の有機ＥＬ素子１２７の等価回路を説明する図である。図
７Ａは、半導体基板上における有機ＥＬ素子１２７の配置関係を説明する図である。詳し
くは、図７Ａは、一般的な有機ＥＬ表示装置における１画素分の層構造の概略を示した図
であって、図７Ａ（１）は１画素分の平面状の模式図（電極に着目した平面透視図）であ
り、図７Ａ（２）は断面の模式図である。
【０１４８】
　図８および図８Ａは、滅点素子対策機能を備えた第４比較例の画素回路Ｐを説明する図
である。ここで、図８（１）は、第４比較例（その１）の画素回路Ｐを示す図であり、図
８（２）は、第４比較例（その１）の画素回路Ｐの半導体基板上における有機ＥＬ素子１
２７の配置関係を説明する１画素分の平面図である。図８Ａは、第４比較例の仕組みを一
般化して示したものであり、１画素をＮ個の分割画素に分けた場合での第４比較例（その
２）の画素回路Ｐを示す図である。
【０１４９】
　図５に示した第３比較例の画素回路Ｐにおいて、有機ＥＬ素子１２７がダストなどの欠
陥によって滅点（発光しない画素）となってしまった場合を考える。有機ＥＬ素子１２７
のアノードとカソードが開放となって滅点（以下オープン滅点とも称する）となる場合に
は、有機ＥＬ素子１２７の等価回路は図示を割愛するが、正常な有機ＥＬ素子１２７と直
列に超高抵抗値の抵抗素子が存在する状態と考えてよく、事実上、駆動トランジスタ１２
１からの駆動電流Ｉdsが有機ＥＬ素子１２７に流れず有機ＥＬ素子１２７の発光が無い状
態と考えてよい。
【０１５０】
　一方、有機ＥＬ素子１２７のアノードとカソードが短絡となって滅点（以下ショート滅
点とも称する）となる場合には、有機ＥＬ素子１２７の等価回路は、図７に示すように、
正常な有機ＥＬ素子１２７に並列に抵抗素子１２７Ｒが存在する状態と考えてよい。抵抗
素子１２７Ｒは、低抵抗値と考えてよく、駆動トランジスタ１２１からの駆動電流Ｉdsが
有機ＥＬ素子１２７よりも抵抗素子１２７Ｒ側により多く流れることで有機ＥＬ素子１２
７の発光が無い状態となると考えてよい。
【０１５１】
　図７Ａ（１）に示す１画素分の平面状の模式図のように、基板１０１上に下部電極（た
とえばアノード電極）５０４が配置され、その下部電極５０４上に有機ＥＬ素子１２７の
開口部（以下ＥＬ開口部と称する）１２７ａが形成されている。下部電極５０４には接続
孔（たとえばＴＦＴ－アノードコンタクト）５０４ａが設けられ、この接続孔５０４ａを
介して下部電極５０４下に配された駆動トランジスタ１２１の入出力端（本例ではソース
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電極）に下部電極５０４が接続されるようになっている。
【０１５２】
　下部電極５０４の周囲は絶縁膜パターンである開口規定絶縁膜５０５で覆われて、その
上に図示しない上部電極５０８が画素アレイ部１０２のほぼ全面を覆うように設けられる
。また、有機ＥＬ素子１２７を構成する下部電極５０４や図示しない有機層５０６および
上部電極５０８が積層されている部分のみが発光有効領域１２７ｂとなるように広く露出
したＥＬ開口部１２７ａとされている。
【０１５３】
　図７Ａ（２）には、断面の模式図が示されている。図７Ａ（２）に示すように、基板１
０１上の各画素回路Ｐに対応する位置に、図示を割愛するが、画素回路を構成する駆動ト
ランジスタ１２１やサンプリングトランジスタ１２５などの薄膜トランジスタＱや保持容
量１２０（容量値Ｃｓ）などの回路素子が内部配線によって配置され、その層（第１配線
層）の上部に層間絶縁膜（酸化膜）が設けられる。層間絶縁膜のさらに上部には、薄膜ト
ランジスタＱに接続されたソース電極線およびドレイン電極線が設けられる。また、各素
子（薄膜トランジスタＱ，保持容量１２０）を構成する導電層、およびソース電極線およ
びドレイン電極線を構成する導電層（第２配線層）により、画素回路Ｐを構成する他の配
線が形成される。第１配線層や第２配線層を纏めてＴＦＴ層Ｌ_TFTと称する。
【０１５４】
　そして、ソース電極線およびドレイン電極線などの層（第２配線層）を覆う状態で、さ
らに上層の平坦化膜として機能する層間絶縁膜が絶縁平坦膜５０３として設けられ、この
絶縁平坦膜５０３上に有機ＥＬ素子１２７が形成されている。有機ＥＬ素子１２７は、下
層側から順に積層された下部電極（たとえばアノード電極）５０４、有機層５０６、およ
び上部電極（たとえばカソード電極）５０８で構成されている。有機ＥＬ素子１２７は、
下部電極５０４と上部電極５０８と間に誘電体である有機層５０６が挟まれた構造である
ので、有機ＥＬ素子１２７は容量成分（寄生容量Ｃel）を持つことになる。
【０１５５】
　有機層５０６は、詳細には、たとえば、低分子系の材料で多層構造を採用しており、下
部電極５０４側から上部電極５０８側に向かって順に、たとえば、ホール注入層、ホール
輸送層、発光層、電子輸送層（電子注入層を兼ねる）を持つ。そして、カラー表示対応の
場合は、発光層の有機材料として、表示色に適合したものを使用する。
【０１５６】
　下部電極５０４は、画素電極としてパターン形成されており、図７Ａ（１）に示すよう
に、層間絶縁膜に形成された接続孔５０４ａ（アノード金属と駆動トランジスタ１２１と
の接続コンタクト）を介して駆動トランジスタ１２１のソース電極に接続される。また、
下部電極５０４と対向する上部電極５０８は全ての画素回路Ｐを覆うベタ膜として形成さ
れている。図示を割愛するが、基板１０１において、トランジスタＱや有機ＥＬ素子１２
７が配置される側と反対側の面には、光リークや温度拡散のために遮光メタル層が設けら
れる。
【０１５７】
　このような層構造を持つ有機ＥＬ表示装置１においては、有機ＥＬ素子１２７が配列形
成された基板１０１と反対側から発光光Ｌ１を取り出すいわゆるトップエミッション方式
として構成することが、有機ＥＬ素子１０１の開口率を確保する上で有効になる。また、
このようなトップエミッション方式であれば、有機ＥＬ素子１２７の開口率が、画素回路
Ｐを構成する薄膜トランジスタＱのレイアウトには依存しない。このため、さらに複数の
薄膜トランジスタＱや保持容量１２０を用いた画素回路Ｐを各画素に対応させて配置する
こともできる。
【０１５８】
　ここで、ＥＬ開口部１２７ａは、１画素に１つであるため、有機ＥＬ素子１２７がダス
トなどにより滅点となってしまうと、その画素は点欠陥となってしまい歩留まり低下の原
因となる。その対策として、有機ＥＬ素子１２７そのものがダストなどにより滅点となっ
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てしまうことで、その画素が点欠陥となってしまう問題を緩和する仕組みを採ることが考
えられる。その仕組みの基本としては、たとえば、従来の１画素を、複数の分割画素の領
域に分け、分割画素ごとに有機ＥＬ素子１２７を設けることが考えられる。なお、カラー
表示対応の場合には、色別の副画素ごとに複数の分割画素の領域に分ける。
【０１５９】
　たとえば、図８に示す第４比較例（その１）の画素回路Ｐのように、従来の１画素を、
分割画素Ｐ_1と分割画素Ｐ_2の２つの領域に分け、各分割画素Ｐ_1，Ｐ_2には、先ずそれ
ぞれ１つの有機ＥＬ素子１２７を設ける。各有機ＥＬ素子１２７_1，１２７_2を駆動する
２ＴＲ構成の駆動回路としては、たとえば前述の第３比較例の画素回路Ｐと同様に保持容
量１２０と駆動トランジスタ１２１とを有する構成のものを、分割画素Ｐ_1，Ｐ_2の別に
備える構成を採用することが考えられる。これにより、分割画素Ｐ_1の有機ＥＬ素子１２
７_1と分割画素Ｐ_2の有機ＥＬ素子１２７_2とが、それぞれ個別の駆動回路で駆動される
構成となる。
【０１６０】
　２つの領域に分けた分割画素Ｐ_1，Ｐ_2において、各駆動トランジスタ１２１_1，１２
１_2のゲートと保持容量１２０_1，１２０_2の接続点であるノードＮＤ１２２_1，ＮＤ１
２２_2は、共通のサンプリングトランジスタ１２５と接続する。こうすることで、分割画
素Ｐ_1，Ｐ_2は共通の映像信号Ｖsig で駆動されることになる。サンプリングトランジス
タ１２５も分割画素Ｐ_1，Ｐ_2の別に設けることも考えられるが、第４比較例では素子数
低減のため採用していない。
【０１６１】
　平面構成としては、図８（２）に示すように、１画素内において、２つの領域に分けた
分割画素Ｐ_1と分割画素Ｐ_2のそれぞれに対応する２つのＥＬ開口部１２７ａ_1，１２７
ａ_2を有する。
【０１６２】
　駆動トランジスタ１２１の出力端（ソース）と有機ＥＬ素子１２７のカソード電位間に
、有機ＥＬ素子１２７が接続されている表示装置において、１画素内に、有機ＥＬ素子１
２７のＥＬ開口部１２７ａ、有機ＥＬ素子１２７と駆動トランジスタ１２１を接続するコ
ンタクトとしての接続孔５０４ａ、アノードメタルとしての下部電極５０４、駆動トラン
ジスタ１２１、保持容量１２０が複数存在することを特徴とする画素回路Ｐとしてる。
【０１６３】
　２つの有機ＥＬ素子１２７_1，１２７_2が滅点でなければ、双方のＥＬ開口部１２７ａ
_1，１２７ａ_2が発光部となるので、ＥＬ開口部１２７ａ_1，１２７ａ_2の総面積を、分
割前のＥＬ開口部１２７ａの面積とほぼ等しくなるようにしておくことで、実質的には、
表示装置の開口率を減少させない。
【０１６４】
　第４比較例の構成とすることで、１画素内に、保持容量１２０、駆動トランジスタ１２
１、有機ＥＬ素子１２７、発光部となるＥＬ開口部１２７ａを２つ持つ構成となる。左右
の分割画素Ｐ_1，Ｐ_2は、有機ＥＬ素子１２７_1，１２７_2が回路上電気的に接続されて
いないため、左右どちらの有機ＥＬ素子１２７_1，１２７_2が開放や短絡となっても、逆
側の有機ＥＬ素子１２７_1，１２７_2に影響を及ぼすことはない。このため、たとえば左
右どちらかの有機ＥＬ素子１２７_1，１２７_2が滅点となった場合でも、逆側の有機ＥＬ
素子１２７_1，１２７_2は単独で発光する。
【０１６５】
　第４比較例の仕組みでは、従来の１画素を、従来の１画素を複数の分割画素に分け、Ｅ
Ｌ開口部１２７ａに複数の発光部を備え、それらを個別に駆動するべく、有機ＥＬ素子１
２７およびそのＥＬ開口部１２７ａ（発光部）と、有機ＥＬ素子１２７のそれぞれを独立
に駆動するための駆動トランジスタおよび画素容量を、それぞれ分割画素別に持たせるよ
うにしている。分割画素の有機ＥＬ素子１２７のアノードを他の分割画素のアノードと電
気的に接続しないで済む。分割画素の何れかがオープン滅点やショート滅点となる場合で
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あっても、全てが滅点になる可能性は低く、他の正常な分割画素の有機ＥＬ素子で表示す
れば、見かけ上、点欠陥として視認され難いという効果を享受できる。これにより、１画
素が完全に滅点になるのを防ぐことができ、点欠陥による歩留まり低下を避けることがで
きる。
【０１６６】
　しかしながら、第４比較例の画素回路Ｐでは、１画素内に複数の有機ＥＬ素子１２７を
設けて、各有機ＥＬ素子１２７を駆動するに当たり、分割画素ごとに、有機ＥＬ素子１２
７と保持容量１２０と駆動トランジスタ１２１をそれぞれ設ける必要があり、分割数が少
ないときにはさほど問題とならないが、図８Ａに示す第４比較例（その２）のように、分
割数が増えるほど素子数が多くなり、１画素内にこれら全てを入れ込むのが難しくなるし
、素子数が多くなる分ＴＦＴ工程で製造不具合の可能性が大きくなり、低歩留まりの原因
となってしまう。特に、容量素子である保持容量１２０はＴＦＴに比べるとより多くの面
積を必要とするので、分割画素ごとに保持容量１２０を設けなければならない第４比較例
の構成は難点がある。
【０１６７】
　そこで、本実施形態としては、第４比較例の画素回路Ｐとは異なる仕組みで、滅点素子
対策を採ることのできる仕組みにする。その基本的な考え方は、従来の１画素を、ｋ個の
分割画素の領域に分け、各分割画素Ｐ_1，…，Ｐ_kには、先ずそれぞれ少なくとも１つの
有機ＥＬ素子１２７を設ける。各有機ＥＬ素子１２７_1，…，１２７_kを駆動する２ＴＲ
構成の駆動回路としては、たとえば前述の第３比較例の画素回路Ｐと同様の構成を、各分
割画素Ｐ_1，…，１２７_kに共通に１つ設ける構成を採用する。これにより、分割画素Ｐ
_1，…，Ｐ_kの有機ＥＬ素子１２７_1，…，１２７_kが、共通の駆動回路（具体的には駆
動トランジスタ１２１）で駆動される構成となる。
【０１６８】
　また、有機ＥＬ素子１２７_1，…，１２７_kがショート滅点となったときに、個別に開
放状態にできるように、有機ＥＬ素子１２７_1，…，１２７_kの別に駆動電流Ｉdsの電流
経路を遮断可能なスイッチ素子として機能するスイッチトランジスタ（以下ＳＷトランジ
スタと記す）を設ける。以下具体的に説明する。
【０１６９】
　＜＜滅点素子対策の画素回路：本実施形態＞＞
　図９および図９Ａは、滅点素子対策機能を備えた本実施形態の画素回路Ｐを示す図であ
る。なお、図９は１画素を２つの分割画素に分けた本実施形態（その１）の画素回路Ｐを
示す図であり、図９Ａは、本実施形態の仕組みを一般化して示したものであり、図９Ａ（
１）は１画素をＮ個の分割画素に分けた本実施形態（その２）の画素回路Ｐを示し、図９
Ａ（２）はその滅点検査手法を示す。
【０１７０】
　本実施形態の滅点素子対策は、従来の１画素をＮ分割する仕組みを採りつつ、その分割
画素の有機ＥＬ素子に対して、スイッチ素子として機能するＳＷトランジスタ１２８を介
して駆動電流Ｉdsを駆動トランジスタから有機ＥＬ素子に選択的に供給し得るように構成
する点に特徴を有する。ＳＷトランジスタ１２８の一利用形態としては、何れかの有機Ｅ
Ｌ素子がショート滅点となっているときにその滅点素子を特定し正常な画素回路Ｐから電
気的に分離するために使用される。
【０１７１】
　具体的には、比較例の画素回路Ｐは、図９および図９Ａに示すように、従来の１画素を
、分割画素Ｐ_1，…，Ｐ_NのＮ個の領域に分け、各分割画素Ｐ_1，…，Ｐ_Nには、それぞ
れ１つの有機ＥＬ素子１２７_1，…，１２７_Nを備える。各分割画素Ｐ_1，～，Ｐ_Nには
、共通に１つの保持容量１２０および駆動トランジスタ１２１を備える。これにより、各
有機ＥＬ素子１２７_1，…，１２７_Nが、共通の駆動回路で駆動される構成となる。
【０１７２】
　さらに、Ｎ個の領域に分けた分割画素Ｐ_1，…，Ｐ_Nにおいて、各有機ＥＬ素子１２７
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_1，…，１２７_Nに関して、ＳＷトランジスタ１２８_1，…，１２８_Nをスイッチ素子と
して、駆動トランジスタ１２１のソース端と有機ＥＬ素子１２７_1，…，１２７_Nのカソ
ード配線との間に（つまり各有機ＥＬ素子１２７の電流経路上に）、それぞれ独立に有す
る。「それぞれ独立に」とは、１つの有機ＥＬ素子１２７_kに対して１つのＳＷトランジ
スタ１２８_kが介在するようにすることを意味する。
【０１７３】
　ＳＷトランジスタ１２８_kの配置位置は、回路図上は、駆動トランジスタ１２１のソー
ス側および共通電位（カソード電位Ｖcath）側の何れもよいのであるが、実体面としては
共通電位（カソード電位Ｖcath）側に配置することは困難であり、図示のように、駆動ト
ランジスタ１２１のソース端と各有機ＥＬ素子１２７_1，…，１２７_Nのアノード端との
間に、ＳＷトランジスタ１２８_1，…，１２８_Nを、それぞれ独立に設ける。実体面とし
ての困難さを伴うが、各有機ＥＬ素子１２７_1，…，１２７_Nのカソード端とカソード共
通配線１２７Ｋとの間に、ＳＷトランジスタ１２８_1，…，１２８_Nをそれぞれ独立に設
けることを否定するものではない。
【０１７４】
　各ＳＷトランジスタ１２８_1，…，１２８_Nのゲート端には、当該ＳＷトランジスタ１
２８_1，…，１２８_Nをオン／オフ制御するための制御信号Tcnt_1，…，Tcnt_Nを供給す
る。ＳＷトランジスタ１２８_1，…，１２８_Nは、制御信号Tcnt_1，…，Tcnt_Nが、Ｌレ
ベルのときオフし、Ｈレベルのときオンする。通常発光時、各ＳＷトランジスタ１２８_1
，…，１２８_Nは常にオンした状態とする。
【０１７５】
　ここで、他の画素回路Ｐとの関係においては、制御信号Tcnt_k用の配線は、たとえば同
一行（もしくは同一列）の全てのＳＷトランジスタ１２８_kに対して共通に制御信号Tcnt
_kを供給する行走査線（もしくは列走査線）にしてもよい。あるいは、画素アレイ部１０
２の全画素回路Ｐについて共通にしてもよい。
【０１７６】
　あるいは、画素別にＳＷトランジスタ１２８_kを制御する仕組みを採ることもできる。
このためには、たとえば、各画素回路ＰのＳＷトランジスタ１２８_kを個別に制御するべ
く、たとえばＳＷトランジスタ１２８_kのゲート側に走査トランジスタとしてたとえばＰ
ＭＯＳトランジスタを設け、そのソース端側を列走査線にし、ゲート端を行走査線にして
もよい。そしてｉ行ｊ列を対象とする場合、ｊ列の列走査線にアクティブＨのパルスTcnt
_Hj を供給し、ｉ行の行走査線にアクティブＬのパルスTcnt_Vi を供給することで走査ト
ランジスタijをオンさせ、列走査線のＨレベルの情報を制御信号Tcnt_kとしてＳＷトラン
ジスタ１２８_kに供給する。
【０１７７】
　平面構成としては、図示を割愛するが、第４比較例と同様に、１画素内に、分割画素Ｐ
_1，…，Ｐ_Nに対応するＮ個のＥＬ開口部（特にサブ開口部とも称する）を有することに
なる。すなわち、１画素にＮ個のサブ開口部（発光部）を持たせて全体として１画素の開
口部として機能させる点では、第４比較例と相違ない。
【０１７８】
　一方、本実施形態の画素回路Ｐでは、第４比較例とは異なり、保持容量１２０と駆動ト
ランジスタ１２１を、全ての分割画素で共用するようにしており、１画素内に増加する素
子数が少ないため、１画素内にこれら全てを入れ込むのが容易であり、素子数が少ない分
ＴＦＴ工程で製造不具合の可能性が小さくなり、高歩留まり化が実現できる
　たとえば、理解を容易にするべく分割画素用のＥＬ（有機ＥＬ素子１２７）を除いて比
較すると、２分割とした図８に示す第４比較例（その１）と図９に示す本実施形態（その
１）の比較では、第３比較例の画素回路Ｐに対しての素子数の増加は何れも２素子（図８
では１＊Ｃ＋１＊ＴＲ、図９では２＊ＴＲ）であり増加数が同じである。因みに、Ｃの前
の数値は保持容量１２０の増加数、ＴＲの前の数値は駆動トランジスタ１２１の増加数で
ある。
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【０１７９】
　しかしながら、Ｎ分割と一般化した図８Ａに示す第４比較例（その２）と図９Ａに示す
本実施形態（その２）の比較から分るように、第４比較例（その２）での増加数は（Ｎ－
１）＊Ｃ＋（Ｎ－１）＊ＴＲとなるのに対して、本実施形態（その２）での増加数はＮ＊
ＴＲとなり、素子数の増加は第４比較例（その２）よりも少ないのは明らかである。因み
に、Ｃの前の数値は保持容量１２０の増加数、ＴＲの前の数値は駆動トランジスタ１２１
の増加数である。
【０１８０】
　このように、本実施形態の画素回路Ｐでは、１画素内に複数のサブ開口部を持ち、画素
内における駆動トランジスタ１２１のソースと各分割画素の有機ＥＬ素子１２７の共通電
位（本例ではカソード電位Ｖcath）間にそれぞれＳＷトランジスタ１２８を介在させる構
成を採ることで、第１の手法として、ＳＷトランジスタ１２８のオン／オフ制御により滅
点検査時に滅点の選別を行なうことができ、高歩留まりが実現できる仕組みを採る。
【０１８１】
　また、分割画素別にＳＷトランジスタ１２８を設ける点を積極的に利用して、ＳＷトラ
ンジスタ１２８のオン／オフ制御を滅点のリペア処理に利用するだけでなく、第２の手法
として、通常の駆動時において、ＳＷトランジスタ１２８のオン／オフを切り替えること
で、発光期間において発光に使用される分割画素（詳しくはその分割画素の有機ＥＬ素子
１２７）を切り替える仕組みを採る。滅点のリペアをしなくても、滅点として視覚的に認
識される度合いを低減する、つまり、滅点の視認性を低下させることで、パネルの高歩留
まりを実現するようにする。
【０１８２】
　１画素を複数の分割画素（画素回路Ｐ_k）に分ける際、第４比較例以外にも、たとえば
、１つのＥＬ素子を複数の駆動トランジスタで駆動する手法、１画素内に駆動トランジス
タ＋ＥＬ素子を複数用意する手法、１画素の画素回路および配線を全て複数化する手法（
１画素内に画素回路を全て２つ有する手法を含む）などが考えられる。しかしながら、こ
れらの手法は、第４比較例と同様に、１画素内に増加する素子数や配線数が多くなる難点
がある。本実施形態の画素回路Ｐでは、素子数や配線数の増加を極力抑えつつ滅点対策を
採ることができる。以下、滅点素子対策を採った本実施形態の画素回路Ｐを用いた各種の
適用例について説明する。
【０１８３】
　＜滅点素子対策の第１適用例＞
　第１適用例は、製造時に、画素回路Ｐを動作させてＳＷトランジスタ１２８の選択動作
により滅点素子の有無およびその場所を特定し、ショート滅点素子に関しては、ＳＷトラ
ンジスタ１２８をオフして使用可能にすることにより、正常な画素回路Ｐから電気的に分
離することを特徴とする。その後の通常動作時には、残りの正常な有機ＥＬ素子にて表示
を行なうべく、他のＳＷトランジスタ１２８をオンさせて使用する。
【０１８４】
　このため、先ず、滅点対策機能をもつ本実施形態の画素回路Ｐにおいて、滅点素子の有
無およびその場所を特定する滅点検査工程では、分割画素のそれぞれに設けたＳＷトラン
ジスタ１２８をオン／オフ制御することで滅点検査を行なう。なお、前提として、同一画
素においては、全ての分割画素が同時に滅点である事例は含まないものとする。
【０１８５】
　たとえば、図９Ａ（２）に示すように、ＳＷトランジスタ１２８_1，…，１２８_Nを１
つオンで残りはオフの状態から、順次オンの数を増加させて検査する。もちろん、このよ
うなオン／オフ制御は一例であり、たとえば、ＳＷトランジスタ１２８_1，…，１２８_N
を１つずつオンさせて対応する有機ＥＬ素子１２７_kが滅点であるか否かを判定してもよ
い。ただし前者の方が、全体としてのオン／オフ制御の回数が少なくて済む利点がある。
【０１８６】
　滅点対策機能を持つ本実施形態の画素回路Ｐの場合、有機ＥＬ素子１２７_kに対して駆
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動電流（駆動電圧）の供給を独立に制御できるようにＳＷトランジスタ１２８_kを配置し
ているので、ＳＷトランジスタ１２８_kをオンさせる順番は不問である。また、検査済み
の有機ＥＬ素子１２７_kに介在するＳＷトランジスタ１２８_kについては、その後の他の
素子の検査時には、オンしたままとしておいてもよいしオフさせてもよい。
【０１８７】
　複数の有機ＥＬ素子１２７_1，…，１２７_Nの何れもが発光する正常画素であるときに
は、それぞれに駆動電流Ｉdsが概ね均等に分流され、概ね同輝度で発光する。１画素全体
としてみたときには、総合電流は本実施形態を適用しない場合と同様の駆動電流Ｉdsが流
れることになる。有機ＥＬ素子は電流発光型素子であるため、電流に比例して輝度が得ら
れるので、１画素全体としてみたときには、本実施形態を適用しない場合と同等の輝度を
得ることが可能となる。
【０１８８】
　有機ＥＬ素子１２７_kがショート滅点素子であるときには、その有機ＥＬ素子１２７_k
に対しての駆動電流Ｉdsの電流路となる配線（たとえば駆動トランジスタ１２１と接続さ
れるアノード側やカソード側の配線）に、レーザ光などのエネルギービームを照射するこ
とにより、その配線を溶断し、正常な画素回路Ｐから電気的に分離することで滅点のリペ
アを行なう。あるいは、画素別にＳＷトランジスタ１２８_kを制御する仕組みを採ってい
るときには、分割画素別にＳＷトランジスタ１２８を備えている点に着目して、ショート
滅点素子である有機ＥＬ素子１２７_kのＳＷトランジスタ１２８_kに供給する制御信号Tc
nt_kをインアクティブＬにしてＳＷトランジスタ１２８_kをオフさせ、有機ＥＬ素子１２
７_kを正常な画素回路Ｐから電気的に分離して使用する。これらにより、損傷のある有機
ＥＬ素子１２７_kが、事実上、ショートの滅点状態からオープンの滅点状態に変化する。
【０１８９】
　これにより、複数の有機ＥＬ素子１２７_1，…，１２７_Nのうちの１つが異物などによ
り損傷してオープン滅点やショート滅点となった場合、同一画素内の有機ＥＬ素子の総合
容量が減少してしまうため、駆動電流Ｉｄｓは若干小さくなる。つまり、１画素全体とし
てみたときには、総合電流は有機ＥＬ素子が損傷していない場合と比較して若干少ない駆
動電流Ｉｄｓが流れることとなるが、輝度差は視認できない程度である。そのため、１つ
の有機ＥＬ素子が損傷し滅点となった場合においても、その滅点を分離して同一画素に存
在する他の正常な有機ＥＬ素子だけで発光させるようにしても、その正常な有機ＥＬ素子
に流れる総合電流がほぼ等しいため、１画素から得られる輝度は、滅点の存在に関わらず
、同等の輝度を得ることが可能となる。
【０１９０】
　従来の１画素を複数の領域に分割し、それぞれに有機ＥＬ素子を設けて、それらを共通
の駆動トランジスタ１２１で駆動するようにすることで、分割画素の何れかがオープンの
滅点となる場合であっても、他の正常な分割画素の有機ＥＬ素子で表示すれば、見かけ上
、点欠陥として視認されないという効果を享受できる。
【０１９１】
　分割画素の何れかがショート滅点となる場合であっても、ＳＷトランジスタ１２８をオ
フさせることでオープン滅点に変化させて、他の正常な分割画素の有機ＥＬ素子で表示す
れば、見かけ上、点欠陥として視認されないという効果を享受できる。これにより、１画
素が完全に滅点になるのを防ぐことができ、点欠陥による歩留まり低下を避けることがで
きる。電流駆動型の電気光学素子のショートによる滅点欠陥が存在しても、完全な滅点欠
陥となることを防ぎ、これにより滅点による輝度の減少を削減することが可能となる。加
えて、滅点を削減し高歩留まりを実現でき、良好な画質の表示装置を得ることができる。
しかも、ショート滅点の削減により、ショート滅点によって消費していた電流を削減でき
、低消費電力化が可能となる。
【０１９２】
　第１適用例では、滅点のリペアをＳＷトランジスタ１２８_kを個別にオフ制御すること
で可能となるので、レーザ光源などの溶断装置が備えられていない製造現場以外でもリペ
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ア作業が可能となる。実使用時に滅点が新たに生じたときにもリペアが可能である。一方
、ＳＷトランジスタ１２８_kを独立にオン／オフ制御するために行走査線と列走査線の双
方が必要になる点と、リペア箇所のＳＷトランジスタ１２８_kを継続的にオフさせておく
ために、リペア箇所を記憶しておくメモリ装置を有機ＥＬ表示装置１（表示パネル部１０
０）に搭載する必要がある。この点との比較においては、後述する第２～第７適用例では
、滅点のリペアを必要とせず、リペア箇所を記憶しておくメモリが不要となる特徴的な効
果がある。
【０１９３】
　＜滅点素子対策の第２適用例＞
　図１０は、滅点素子対策機能を備えた本実施形態の画素回路Ｐにおける第２適用例を説
明する図である。ここで、図１０は、説明を簡単にするため、１画素を２つの分割画素に
分けた図９に示す構成との対応で、第２適用例が適用される滅点箇所の一例を示している
。図中に黒丸やハッチング付きの丸で示すのが滅点の画素であり、同一画素においては、
全て（ここでは２つ）の分割画素が同時に滅点である事例は含まないものとする。つまり
、同一画素内で滅点となる分割画素は１つであるものとする。
【０１９４】
　第２適用例は、画素別にＳＷトランジスタ１２８_kを制御する仕組みを採っておらず、
同一行（もしくは同一列）の全てのＳＷトランジスタ１２８_kに対して共通に制御信号Tc
nt_kを供給する仕組みや、画素アレイ部１０２の全画素回路Ｐについて共通に制御信号Tc
nt_kを供給する仕組みを採る場合に好適な事例である。
【０１９５】
　画素別にＳＷトランジスタ１２８_kを制御する仕組みを採らない場合、同一の制御信号
Tcnt_kで駆動される系統の全ての画素回路Ｐでは、制御信号Tcnt_kがアクティブＨのとき
、一斉に、全ての有機ＥＬ素子１２７_kが発光可能となる。このとき、ある画素回路Ｐの
分割画素（Ｐ_NG とする）がショート滅点であれば、分割画素Ｐ_NG 以外が正常であって
も、その画素全体としては滅点となってしまう。
【０１９６】
　これは、複数の有機ＥＬ素子１２７_1，…，１２７_Nのうちの１つ（１２７_NG とする
）が異物などにより損傷しあるいは使用中に何らかの原因でアノードとカソードのショー
ト（短絡）となっている滅点の場合には、駆動トランジスタ１２１からの駆動電流Ｉdsの
ほぼ全てがショートしている有機ＥＬ素子１２７_NG を流れてしまい、同一画素内にある
他の有機ＥＬ素子には電流が殆ど流れ込まなくなるからである。アノードとカソードがシ
ョートするような有機ＥＬ素子の損傷の場合、１画素内に有機ＥＬ素子を複数作製しても
、その画素から輝度を得ることは殆どできず、滅点となってしまうのである。
【０１９７】
　一方、ある画素回路Ｐの制御信号Tcnt_kで駆動されるＳＷトランジスタ１２８_kに関わ
る分割画素Ｐ_NG がショート滅点であり、その分割画素Ｐ_NG 以外（他の画素も含めて）
が正常であるとき、制御信号Tcnt_kをインアクティブＬとし、別の制御信号Tcnt_hをアク
ティブＨとすると、制御信号Tcnt_hと同系統の全ての画素について、滅点状態が解消され
る。
【０１９８】
　第２適用例（後述する第３適用例以降も同様）は、これらの点に着目してなされたもの
で、画素アレイ部１０２の各画素回路Ｐについて、発光期間において分割画素を選択的に
使用する点に特徴がある。特に、後述する第４適用例以降との対比では、分割画素のそれ
ぞれに設けたＳＷトランジスタ１２８_kの何れか一方の組のみを選択し全ての発光期間に
おいて固定的に使用して発光させる点に特徴がある。さらに、後述する第３適用例との対
比では、ＳＷトランジスタ１２８_kの何れかを選択し固定的に使用して発光させる点で共
通するが、滅点数がより少なくなる組合せで（好ましくは最も少なくなる何れか１つで）
固定的に使用する点に特徴がある。分割画素の何れかが滅点であっても、画素アレイ部１
０２全体として見たときに、滅点の視認性を低下させるという点では後述する第３適用例
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以降と共通する。
【０１９９】
　第２適用例の基本的な考え方は、パネル完成後の検査工程で、何れか１つのＳＷトラン
ジスタ１２８_kのみをオンにして簡易点灯検査を順次行ない、そのときの画素アレイ部１
０２全体の滅点数をカウントし、以降は、滅点数が少ない方のみをオンして使用する。
【０２００】
　たとえば、全画素共通として、ＳＷトランジスタ１２８_1をオンにし、ＳＷトランジス
タ１２８_2をオフにして、簡易点灯検査を行なう。そして、このときの画素アレイ部１０
２全体の滅点数をカウントする。たとえば、このときの滅点状態が図１０（１）に示すよ
うに、滅点数＝５で、画素アレイ部１０２の全体に滅点が適当に散在しているものとする
。
【０２０１】
　次に、全画素共通として、ＳＷトランジスタ１２８_1をオフにし、ＳＷトランジスタ１
２８_2をオンにして、簡易点灯検査を行なう。そして、このときの画素アレイ部１０２全
体の滅点数をカウントする。たとえば、このときの滅点状態が図１０（２）に示すように
、滅点数＝１で、画素アレイ部１０２の中央部に滅点が存在しているものとする。
【０２０２】
　因みに、このような状況下で、ＳＷトランジスタ１２８_1，１２８_2が設けられていな
い従前の状態と同じように両ＳＷトランジスタ１２８_1，１２８_2をオンにすると、図１
０（３）に示すように、図１０（１）と図１０（２）を合成した状態となり、滅点数＝６
で、画素アレイ部１０２の全体に滅点が適当に散在することになる。
【０２０３】
　本事例においては、図１０（１）と図１０（２）との対比から、ＳＷトランジスタ１２
８_2のみをオンにしている図１０（２）の方が滅点数が少ない。そこで、検査工程以降（
典型的には通常使用時）は、滅点数が少なくなるように、全画素共通で、ＳＷトランジス
タ１２８_1をオフ、ＳＷトランジスタ１２８_2をオン、の状態で使用する。
【０２０４】
　第２適用例の場合、後述する第４適用例以降とは異なり滅点箇所が固定されるが、分割
画素のそれぞれに設けているＳＷトランジスタ１２８_kの内、滅点数が少なくなる何れか
１つのみを選択して使用するので、画素アレイ部１０２全体として見たときには、ＳＷト
ランジスタ１２８_1，１２８_2が設けられていない従前の状態よりも滅点数が少なくなり
、滅点の視認性を低下させることができる。第１適用例とは異なり、滅点箇所をリペアす
る必要もない。この点は、後述する第３適用例以降でも同様である。
【０２０５】
　なお、ここで示した第２適用例の具体的な事例では１画素を２つの分割画素に分ける場
合であるので、滅点数がより少なくなるためのＳＷトランジスタ１２８_kの組合せとして
は、最も少なくなる何れか一方となるが、３つ以上に分ける場合には、必ずしも、最も少
なくなる何れか１つとする必要はない。たとえば、３分割の場合に、同一画素内で滅点と
なる分割画素が１つである場合、任意の何れか２つの組合せでもよい。第２適用例を適用
して何れか１つのＳＷトランジスタ１２８のみをオンさせたときの滅点状態の合成が、第
２適用例を適用しない従前の場合の滅点状態となるので、任意の何れか２つの組合せのと
きには何れか１つについて使用しない状態になり、実使用時に観察される滅点数を従前よ
りも確実に減らすことができるからである。
【０２０６】
　＜滅点素子対策の第３適用例＞
　図１０Ａは、滅点素子対策機能を備えた本実施形態の画素回路Ｐにおける第３適用例を
説明する図である。ここで、図１０Ａは、説明を簡単にするため、１画素を２つの分割画
素に分けた図９に示す構成との対応で、第３適用例が適用される滅点箇所の一例を示して
いる。図中に黒丸やハッチング付きの丸で示すのが滅点の画素であり、同一画素内で滅点
となる分割画素は１つであるものとする。
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【０２０７】
　第３適用例は、第２適用例と同様に、分割画素のそれぞれに設けたＳＷトランジスタ１
２８_kの何れか一方の組のみを選択し固定的に使用して発光させる点で共通するが、滅点
数が規格内であれば、その滅点数の多少に関わらず、滅点数が規格内を満たす何れかを固
定的に使用する点に特徴がある。分割画素の何れかが滅点であっても、画素アレイ部１０
２全体として見たときに、滅点の視認性を低下させるという点では前述の第２適用例や後
述する第４適用例以降と共通する。
【０２０８】
　前述の通り、第３適用例の基本的な考え方は、パネル完成後の検査工程で、何れか１つ
のＳＷトランジスタ１２８_kのみをオンにして簡易点灯検査を順次行ない、そのときの画
素アレイ部１０２全体の滅点数をカウントし、滅点数が規格内を満たす状態があれば、そ
の滅点数の多少に関わらず、以降は、滅点数が規格内を満たす何れか１つのみをオンして
使用する。
【０２０９】
　たとえば、全画素共通として、ＳＷトランジスタ１２８_1をオンにし、ＳＷトランジス
タ１２８_2をオフにして簡易点灯検査を行なうと、画素アレイ部１０２全体の滅点数状態
が図１０Ａ（１）に示すように、滅点数＝９で、画素アレイ部１０２の全体に滅点が適当
に散在しているものとする。
【０２１０】
　また、全画素共通として、ＳＷトランジスタ１２８_1をオフにし、ＳＷトランジスタ１
２８_2をオンにして簡易点灯検査を行なうと、画素アレイ部１０２全体の滅点状態が図１
０Ａ（２）に示すように、滅点数＝８で、画素アレイ部１０２の全体に滅点が適当に散在
しているものとする。
【０２１１】
　因みに、このような状況下で、ＳＷトランジスタ１２８_1，１２８_2が設けられていな
い従前の状態と同じように両ＳＷトランジスタ１２８_1，１２８_2をオンにすると、図１
０Ａ（３）に示すように、図１０Ａ（１）と図１０Ａ（２）を合成した状態となり、滅点
数＝１７で、画素アレイ部１０２の全体に滅点が適当に散在することになる。
【０２１２】
　ここで、本事例において、滅点数の許容される数（＝規格）が“１０”であるとする。
このとき、たとえば、図１０Ａ（１）に示すようにＳＷトランジスタ１２８_1のみをオン
にしたときには、“滅点数＝９＜規格値＝１０”であり、滅点数が規格内を満たすので、
以降は、全画素共通で、ＳＷトランジスタ１２８_1をオン、ＳＷトランジスタ１２８_2を
オフ、の状態で使用する。
【０２１３】
　あるいは、ＳＷトランジスタ１２８_2のみをオンにしたときには、“滅点数＝８＜規格
値＝１０”であり、滅点数が規格内を満たすので、以降は、全画素共通で、ＳＷトランジ
スタ１２８_1をオフ、ＳＷトランジスタ１２８_2をオン、の状態で使用してもよい。
【０２１４】
　第３適用例では、第２適用例とは異なり、必ずしも滅点数が最も少ない方を固定的に使
用することができるとは限らないが、実使用時に観察される滅点数を従前よりも減らすこ
とができる。また、検査工程で、ＳＷトランジスタ１２８_kの何れか１つのみをオンさせ
て画素アレイ部１０２全体の滅点数をカウント（計数）しているときに、滅点数が規格内
を満たす状態があれば、以降は滅点数が規格内を満たす何れか１つのみをオンして使用で
きる。滅点数が規格内を満たすものが見つかると、その他のＳＷトランジスタ１２８_hに
ついての簡易点灯検査を割愛できる利点がある。
【０２１５】
　＜滅点素子対策の第４適用例＞
　図１１および図１１Ａは、滅点素子対策機能を備えた本実施形態の画素回路Ｐにおける
第４適用例を説明する図である。ここで、図１１は、説明を簡単にするため、１画素を２
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つの分割画素に分けた図９に示す構成との対応で、第４適用例が適用される滅点箇所の一
例を示している。図中に黒丸やハッチング付きの丸で示すのが滅点の画素であり、同一画
素内で滅点となる分割画素は１つであるものとする。図１１Ａは、第４適用例のタイミン
グチャートであり、図６に示した第３比較例の駆動タイミングと同様に線順次駆動の場合
である。ここでも、説明を簡単にするため、１画素を２つの分割画素に分けた図９に示す
構成との対応で示す。
【０２１６】
　第４適用例は、画素アレイ部１０２の各画素回路Ｐについて、発光期間において分割画
素を切り替える、つまり、分割画素を時分割駆動して選択的に発光させる点に特徴がある
。なお、線順次駆動であり、電源駆動パルスDSL および書込駆動パルスWSや図示していな
い映像信号Ｖsig は、１行分を１組として各信号のタイミング（特に位相関係）が規定さ
れ、行が代わると１Ｈ分シフトされる。したがって、各行のＳＷトランジスタ１２８_kを
駆動する制御信号Tcnt_kも、これらの信号に合わせて、行単位で独立に制御することが必
要になる。
【０２１７】
　第４適用例は、滅点数の多少に関わらず効果が得られる。たとえば、何れか１系統のＳ
Ｗトランジスタ１２８_kのみをオンさせたときに、それぞれの滅点数が全て規格内となる
ケース（図１１（１），（２））、一方では滅点数が規格内となるが他方では滅点数が規
格外となるケース（図１１（３），（４））、そして、それぞれの滅点数が全て規格外と
なるケース（図１１（５），（６））、の何れでも効果が得られる。
【０２１８】
　たとえば、それぞれの滅点数が全て規格内となるケースの例として、全画素共通として
、ＳＷトランジスタ１２８_1をオンにし、ＳＷトランジスタ１２８_2をオフにして簡易点
灯検査を行なうと、画素アレイ部１０２全体の滅点数状態が図１１（１）に示すように、
滅点数＝９（規格値＝１０以下であり規格内）で、画素アレイ部１０２の全体に滅点が適
当に散在しているものとする。また、全画素共通として、ＳＷトランジスタ１２８_1をオ
フにし、ＳＷトランジスタ１２８_2をオンにして簡易点灯検査を行なうと、画素アレイ部
１０２全体の滅点状態が図１１（２）に示すように、滅点数＝８（規格値＝１０以下であ
り規格内）で、画素アレイ部１０２の中央部に滅点が存在しているものとする。
【０２１９】
　また、一方では滅点数が規格内となるが他方では滅点数が規格外となるケースの例とし
て、全画素共通として、ＳＷトランジスタ１２８_1をオンにし、ＳＷトランジスタ１２８
_2をオフにして簡易点灯検査を行なうと、画素アレイ部１０２全体の滅点数状態が図１１
（３）に示すように、滅点数＝９（規格値＝１０以下であり規格内）で、画素アレイ部１
０２の全体に滅点が適当に散在しているものとする。また、全画素共通として、ＳＷトラ
ンジスタ１２８_1をオフにし、ＳＷトランジスタ１２８_2をオンにして簡易点灯検査を行
なうと、画素アレイ部１０２全体の滅点状態が図１１（４）に示すように、滅点数＝１２
（規格値＝１０以上であり規格外）で、画素アレイ部１０２の全体に滅点が適当に散在し
ているものとする。
【０２２０】
　また、それぞれの滅点数が全て規格外となるケースの例として、全画素共通として、Ｓ
Ｗトランジスタ１２８_1をオンにし、ＳＷトランジスタ１２８_2をオフにして簡易点灯検
査を行なうと、画素アレイ部１０２全体の滅点数状態が図１１（５）に示すように、滅点
数＝１５（規格値＝１０以上であり規格外）で、画素アレイ部１０２の全体に滅点が適当
に散在しているものとする。また、全画素共通として、ＳＷトランジスタ１２８_1をオフ
にし、ＳＷトランジスタ１２８_2をオンにして簡易点灯検査を行なうと、画素アレイ部１
０２全体の滅点状態が図１１（６）に示すように、滅点数＝１２（規格値＝１０以上であ
り規格外）で、画素アレイ部１０２の全体に滅点が適当に散在しているものとする。
【０２２１】
　第４適用例では、これらのような状況下において、発光期間にＳＷトランジスタ１２８
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_kを時分割で駆動する。この際、ＳＷトランジスタ１２８のオン／オフの切替えは、駆動
電流Ｉdsを流すための駆動トランジスタ１２１のドレイン端への電源供給（第１電位Ｖcc
の供給）が停止している期間に行なう。
【０２２２】
　たとえば、図１１Ａに示すように、あるフィールドにおいて、ＳＷトランジスタ１２８
_1をオン、ＳＷトランジスタ１２８_2をオフにする。ＳＷトランジスタ１２８_1のみがオ
ンの状態で第３比較例と同様の画素駆動を行なう。そして、電源駆動パルスDSL が第２電
位Ｖssに切り替えられた有機ＥＬ素子１２７の消光時（つまり電源オフ時）においてＳＷ
トランジスタ１２８_1をオフに切り替え、ＳＷトランジスタ１２８_2をオンに切り替える
。
【０２２３】
　ここで、有機ＥＬ素子１２７の消光時（つまり電源オフ時）においてＳＷトランジスタ
１２８_1，１２８_2のオン／オフを切り替えるのは、有機ＥＬ素子１２７が消光する前の
発光時（つまり電源オン時）にオン／オフ制御したのでは、仮に滅点でない分割画素から
滅点の分割画素に切り替えられると、滅点でない分割画素の発光期間が事実上短くなり好
ましくないからである。また、後述する第７適用例での切替えと同じ理由も存在する。た
だし、消光時にオン／オフ制御すれば、ＳＷトランジスタ１２８_1とＳＷトランジスタ１
２８_2のオン期間はオーバーラップしていてもよい。
【０２２４】
　以下、同様に、次フィールドにおいて、ＳＷトランジスタ１２８_1をオフ、ＳＷトラン
ジスタ１２８_2をオンの状態で第３比較例と同様の画素駆動を行なう。そして、フィール
ドが切り替えられる都度、このような動作を繰り返す。
【０２２５】
　なお、図示しないが、ＳＷトランジスタ１２８_1とＳＷトランジスタ１２８_2のオン／
オフの切替え、すなわち発光に供される分割画素（その有機ＥＬ素子１２７）の切替えは
、数（たとえば２～５）フィールド単位で行なってもよい。切替えの周期が短いほど、滅
点でない（つまり発光する）分割画素による視覚的な残像効果を享受できるので、滅点の
視認性が低くなり好ましい。
【０２２６】
　さらに、図示しないが、ＳＷトランジスタ１２８_1とＳＷトランジスタ１２８_2のオン
／オフの切替えを数（たとえば２～５）フィールド単位で行なう場合、各ＳＷトランジス
タ１２８_kのオンするフィールド数を同じにすることに限らず、異なるようにしてもよい
。この場合の好適な適用は、滅点数が少ない方のオンフィールド数の方が滅点数が多い方
のオンフィールド数よりも多くするのがよい。滅点数が少ない方をより多く（長く）発光
に使用することで、パネル全体としての滅点の視認性をより低くするのである。
【０２２７】
　第４適用例によれば、分割画素の何れかが滅点であっても、線順次で時分割駆動させる
ことで、１画素全体としては、滅点期間と発光期間とが存在することになり、滅点検査や
滅点のリペアを行なわなくても、その画素に滅点の分割画素が存在することの視認性を低
下させることができる。つまり、分割画素Ｐ_kのそれぞれに設けたＳＷトランジスタ１２
８_kを時分割で選択的に使用するので、仮にＳＷトランジスタ１２８_1のオン時に滅点と
なる有機ＥＬ素子１２７があっても、あるいはＳＷトランジスタ１２８_2のオン時に滅点
となる有機ＥＬ素子１２７があっても、発光に使用される分割画素が時分割で使用される
（本例では１フィールドごとに切り替えられる）ため、つまり、発光している有機ＥＬ素
子１２７が発光期間によって異なるため、時間平均で滅点を対策することができ、実体的
には１画素が完全に滅点となることはないと考えてよい。また、画素アレイ部１０２全体
として見たときには、前述の第２適用例や第３適用例とは異なり滅点位置が固定されるこ
とはなく、滅点位置が変動し得るので、滅点の視認性を一層低下させることができる。分
割画素の滅点位置が時間的かつ空間的に平均化されるからである。さらに、時分割駆動は
、滅点数の多少に関わらずその効果が得られるので、高歩留まりが期待できる。滅点検査
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や滅点リペアが不要であり、製造コストを低減できる利点もある。
【０２２８】
　なお、ここで示した第４適用例の具体的な事例では１画素を２つの分割画素に分ける場
合であるので、時分割駆動時にオン状態とするＳＷトランジスタ１２８の組合せとしては
、最も少なくなる何れか一方となるが、３つ以上に分ける場合には、必ずしも、最も少な
くなる何れか１つとする必要はない。画素内の複数ある分割画素のうち、有機ＥＬ素子１
２７の発光期間に発光し得る分割画素（詳しくはその分割画素の有機ＥＬ素子１２７）が
少なくとも１つ存在すればよいのである。「発光し得る」と称したのは、滅点の分割画素
を考慮したものであり、滅点の分割画素が皆無であれば、発光期間に発光している分割画
素（その有機ＥＬ素子１２７）が少なくとも１つであることは言うまでもない。
【０２２９】
　たとえば、３分割の場合に、同一画素内で滅点となる分割画素が１つである場合、任意
の何れか２つの組合せ数と残りの１つとを交互に切り替えるものでもよい。分割数が４に
なると、組合せ数と時分割の態様としては、３と１の交互切替えか、２と２の交互切替え
、の何れかを採ることができ、分割数がさらに増えると、組合せの態様も一層増えること
になる。
【０２３０】
　あるいは、任意の何れか２つの組合せをフィールドごとに順次変更するものでもよい。
この動作を適用すると、任意の何れか２つの組合せ数と残りの１つとを交互に切り替える
場合よりも、滅点位置が時間的かつ空間的に平均化される効果が高まる利点が得られる。
この場合でも、分割数が４になると、組合せ数と時分割のためのフィールドごとの順次変
更の態様としては、３での順次変更、２での順次変更、の何れかを採ることができ、分割
数がさらに増えると、組合せ数の態様も一層増えることになる。
【０２３１】
　＜滅点素子対策の第５適用例＞
　図１２および図１２Ａは、滅点素子対策機能を備えた本実施形態の画素回路Ｐにおける
第５適用例を説明する図である。ここで、図１２は、第５適用例を適用するための有機Ｅ
Ｌ表示装置１の垂直走査系統に着目した回路構成を示すブロック図である。図１２Ａは、
説明を簡単にするため、１画素を２つの分割画素に分けた図９に示す構成との対応で示し
た第５適用例のタイミングチャートである。なお、同一画素内で滅点となる分割画素は１
つであるものとする。
【０２３２】
　第５適用例は、第４適用例と同様に、画素アレイ部１０２の各画素回路Ｐについて、発
光期間において分割画素を切り替える、つまり、分割画素を時分割駆動して選択的に発光
させる点に特徴がある。第４適用例との相違は面順次駆動である点である。面順次駆動の
場合、図示のように、電源駆動パルスDSL は全行に対して共通に使用されるが、書込駆動
パルスWSや図示していない映像信号Ｖsig は、１行分を１組として各信号のタイミング（
特に位相関係）が規定され、行が代わると一定時間分シフトされ、そのシフト量は１Ｈ以
下である。
【０２３３】
　したがって、各行のＳＷトランジスタ１２８_kを駆動する制御信号Tcnt_kは、電源駆動
パルスDSL と同様に全行に対して共通に使用してよく、フィールド単位でのオン／オフ切
替えが可能である。この対応のため、制御部１０９には、全行に対して制御信号Tcntを共
通に供給する制御信号生成部３２３が設けられる。
【０２３４】
　ここで、面順次駆動の場合、サンプリング期間＆移動度補正期間Ｈは、図示のように、
一定時間ずつシフトされていく。このため、そのままでは、各行の発光期間が異なり、視
覚的には輝度差が感じられる。この対策として、各行の発光期間を同一とするべく、所定
の発光期間（全行同一幅）が経過した後にはオフセット電位Ｖofs をサンプリングするこ
とで、この後には非発光状態とする。
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【０２３５】
　このような状況下において、図１２Ａに示すように、ＳＷトランジスタ１２８_kを時分
割で駆動する。たとえば、あるフィールドにおいて、垂直同期信号Ｖsyncに同期して（た
とえばアクティブＨとなるタイミングとほぼ同じタイミングで）、電源駆動パルスDSL が
第２電位Ｖssに切り替えられた有機ＥＬ素子１２７の消光時（つまり電源オフ時）におい
て、ＳＷトランジスタ１２８_1をオン、ＳＷトランジスタ１２８_2をオフにする。ＳＷト
ランジスタ１２８_1のみがオンの状態で画素駆動を行なう。
【０２３６】
　そして、次フィールドにおいても、垂直同期信号Ｖsyncに同期して（たとえばアクティ
ブＨとなるタイミングとほぼ同じタイミングで）、電源駆動パルスDSL が第２電位Ｖssに
切り替えられた有機ＥＬ素子１２７の消光時（つまり電源オフ時）において、ＳＷトラン
ジスタ１２８_1をオフに切り替え、ＳＷトランジスタ１２８_2をオンに切り替える。
【０２３７】
　有機ＥＬ素子１２７の消光時（つまり電源オフ時）においてＳＷトランジスタ１２８_1
，１２８_2のオン／オフを切り替える点や、ＳＷトランジスタ１２８_1とＳＷトランジス
タ１２８_2のオン期間がオーバーラップしていてもよい点は第４適用例と同様である。
【０２３８】
　また、第４適用例での説明と同様に、ＳＷトランジスタ１２８_1とＳＷトランジスタ１
２８_2のオン／オフの切替え、すなわち発光に供される分割画素（その有機ＥＬ素子１２
７）の切替えは、数（たとえば２～５）フィールド単位で行なってもよい。
【０２３９】
　第５適用例によれば、分割画素の何れかが滅点であっても、面順次で時分割駆動させる
ことで、１画素全体としては、滅点期間と発光期間とが存在することになり、その画素に
滅点の分割画素が存在することの視認性を低下させることができ、パネルの高歩留まりが
期待できる。面順次駆動である点では、線順次駆動の第４適用例とは異なるが、分割画素
を時分割するという基本的な仕組みには相違がなく、第４適用例と同様の効果を享受でき
る。
【０２４０】
　また、ここで示した第５適用例の具体的な事例では１画素を２つの分割画素に分ける場
合であるので、時分割駆動時にオン状態とするＳＷトランジスタ１２８の組合せとしては
、最も少なくなる何れか一方となるが、３つ以上に分ける場合に関しては、第４適用例で
の説明と同様である。
【０２４１】
　＜滅点素子対策の第６適用例＞
　図１３および図１３Ａは、滅点素子対策機能を備えた本実施形態の画素回路Ｐにおける
第６適用例を説明する図である。ここで、図１３は、第６適用例を適用するための有機Ｅ
Ｌ表示装置１の垂直走査系統に着目した回路構成を示すブロック図である。図１３Ａは、
第６適用例のタイミングチャートである。ここでも、説明を簡単にするため、１画素を２
つの分割画素に分けた図９に示す構成との対応で示す。なお、同一画素内で滅点となる分
割画素は１つであるものとする。
【０２４２】
　第６適用例は、第４適用例や第５適用例と同様に、画素アレイ部１０２の各画素回路Ｐ
について、発光期間において分割画素を切り替える、つまり、分割画素を時分割駆動して
選択的に発光させる点に特徴がある。第４適用例や第５適用例との相違は、パネルでライ
ンを複数に分割して、分割した各部分で（つまり複数の水平期間において）電源駆動パル
スDSL を共通化する方式を採用している点である。分割した各部分に対しての電源供給線
１０５DSL には、分割駆動走査部１０５BKが接続される。駆動走査部１０５を複数の分割
駆動走査部１０５BKに分けるのである。
【０２４３】
　このような駆動方式の場合、図示のように、電源駆動パルスDSL を複数行で共通化する
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点においては面順次駆動の場合と同様の駆動方式が適用され、共通化している部分の各行
については線順次駆動の場合と同様の駆動方式が適用される。つまり、面順次駆動の仕組
みと線順次駆動の仕組みを組み合わせたような駆動方式となる。よって、電源駆動パルス
DSL は分割した部分ごとに共通に使用されるが、書込駆動パルスWSや図示していない映像
信号Ｖsig は、１行分を１組として各信号のタイミング（特に位相関係）が規定され、行
が代わると１Ｈ分シフトされる。
【０２４４】
　したがって、各行のＳＷトランジスタ１２８_kを駆動する制御信号Tcnt_kは、電源駆動
パルスDSL と同様に分割した部分ごとに共通に使用してよく、また分割した部分ごとにフ
ィールド単位でのオン／オフ切替えが可能である。この対応のため、制御部１０９には、
分割した各部分に対しての制御信号Tcntを共通に供給する分割制御信号生成部３２３BKが
設けられる。制御信号生成部３２３を複数の分割制御信号生成部３２３BKに分けるのであ
る。
【０２４５】
　なお、面順次駆動の場合と異なり、サンプリング期間＆移動度補正期間Ｈは、図示のよ
うに、１Ｈ分ずつシフトされていく。このため、そのままでは、各行の発光期間が異なり
、視覚的には輝度差が感じられる。この対策として、各行の発光期間を同一とするべく、
所定の発光期間（全行同一幅）が経過した後にはオフセット電位Ｖofs をサンプリングす
ることで、この後には非発光状態とする。
【０２４６】
　このような状況下において、図１３Ａに示すように、ＳＷトランジスタ１２８_kを時分
割で駆動する。たとえば、第４適用例と同様に、あるフィールドにおいて、電源駆動パル
スDSL が第２電位Ｖssに切り替えられた有機ＥＬ素子１２７の消光時（つまり電源オフ時
）において、ＳＷトランジスタ１２８_1をオン、ＳＷトランジスタ１２８_2をオフにする
。ＳＷトランジスタ１２８_1のみがオンの状態で画素駆動を行なう。
【０２４７】
　そして、次フィールドにおいても、電源駆動パルスDSL が第２電位Ｖssに切り替えられ
た有機ＥＬ素子１２７の消光時（つまり電源オフ時）において、ＳＷトランジスタ１２８
_1をオフに切り替え、ＳＷトランジスタ１２８_2をオンに切り替える。
【０２４８】
　有機ＥＬ素子１２７の消光時（つまり電源オフ時）においてＳＷトランジスタ１２８_1
，１２８_2のオン／オフを切り替える点や、ＳＷトランジスタ１２８_1とＳＷトランジス
タ１２８_2のオン期間がオーバーラップしていてもよい点は第４適用例と同様である。
【０２４９】
　また、第４適用例での説明と同様に、ＳＷトランジスタ１２８_1とＳＷトランジスタ１
２８_2のオン／オフの切替え、すなわち発光に供される分割画素（その有機ＥＬ素子１２
７）の切替えは、数（たとえば２～５）フィールド単位で行なってもよい。
【０２５０】
　第６適用例によれば、分割画素の何れかが滅点であっても、時分割駆動させることで、
１画素全体としては、滅点期間と発光期間とが存在することになり、その画素に滅点の分
割画素が存在することの視認性を低下させることができ、パネルの高歩留まりが期待でき
る。面順次駆動の仕組みと線順次駆動の仕組みを組み合わせたような駆動方式である点で
は、線順次駆動の第４適用例や面順次駆動の第５適用例とは異なるが、分割画素を時分割
するという基本的な仕組みには相違がなく、第４適用例や第５適用例と同様の効果を享受
できる。
【０２５１】
　また、ここで示した第６適用例の具体的な事例では１画素を２つの分割画素に分ける場
合であるので、時分割駆動時にオン状態とするＳＷトランジスタ１２８の組合せとしては
、最も少なくなる何れか一方となるが、３つ以上に分ける場合に関しては、第４適用例で
の説明と同様である。
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【０２５２】
　＜滅点素子対策の第７適用例＞
　図１４は、滅点素子対策機能を備えた本実施形態の画素回路Ｐにおける第７適用例を説
明する図である。ここで、図１４は、説明を簡単にするため、１画素を２つの分割画素に
分けた図９に示す構成との対応で示した第７適用例のタイミングチャートである。
【０２５３】
　第７適用例は、第４～第６適用例と同様に、画素アレイ部１０２の各画素回路Ｐについ
て、発光期間において分割画素を切り替える、つまり、分割画素を時分割駆動して選択的
に発光させる点に特徴がある。第４～第６適用例との相違は、フィールド単位ではなく、
フィールド内でＳＷトランジスタ１２８_kの切替えを行なう点にある。
【０２５４】
　本適用例は一例として切替えは、第４～第６適用例と同様に、電源駆動パルスDSL が第
２電位Ｖssに切り替えられた有機ＥＬ素子１２７の消光時（つまり電源オフ時）において
行なう。スイッチの切替えは必ずしも電源オフのときに行なう必要はない。
【０２５５】
　このため、たとえば、先ず、ＳＷトランジスタ１２８_1をオン、ＳＷトランジスタ１２
８_2をオフにしている状態で、あるフィールドにおいて発光期間に入る。これにより、分
割画素Ｐ_1の有機ＥＬ素子１２７_1が発光する。そして、しばらくの間、有機ＥＬ素子１
２７_1での発光を続けた後に、電源駆動パルスDSL を一端、第１電位Ｖccから第２電位Ｖ
ssに切り替える。これにより、有機ＥＬ素子１２７_1での発光が停止する。ＳＷトランジ
スタ１２８_1がオン時の有機ＥＬ素子１２７_1の発光期間Ｌ_1は、概ね、書込駆動パルス
WSがＬになってから電源駆動パルスDSL が第２電位Ｖssになるまでの期間である。
【０２５６】
　そして、電源駆動パルスDSL が第２電位Ｖssの期間に、ＳＷトランジスタ１２８_1をオ
フ、ＳＷトランジスタ１２８_2をオンに切り替える。この後、電源駆動パルスDSL を、第
２電位Ｖssから第１電位Ｖccに戻す。これにより、分割画素Ｐ_2の有機ＥＬ素子１２７_2
が発光する。ＳＷトランジスタ１２８_2がオン時の有機ＥＬ素子１２７_2の発光期間Ｌ_2
は、概ね、電源駆動パルスDSL を第２電位Ｖssから第１電位Ｖccに戻した後、電源駆動パ
ルスDSL が第２電位Ｖssになるまでの期間である。
【０２５７】
　この後、第４適用例と同様に、電源駆動パルスDSL が第２電位Ｖssに切り替えられた有
機ＥＬ素子１２７の消光時（つまり電源オフ時）において、ＳＷトランジスタ１２８_1を
オンに切り替え、ＳＷトランジスタ１２８_2をオフに切り替える。以下、同様に、次フィ
ールドにおいても、フィールド内で、ＳＷトランジスタ１２８_1をオンでＳＷトランジス
タ１２８_2をオフ、この後、ＳＷトランジスタ１２８_1をオフでＳＷトランジスタ１２８
_2をオンとする、ＳＷトランジスタ１２８_kの切替えを伴う画素駆動を行なう。そして、
フィールドが切り替えられる都度、このような動作を繰り返す。なお、ＳＷトランジスタ
１２８_1とＳＷトランジスタ１２８_2のオン期間がオーバーラップしていてもよい点は第
４適用例と同様である。
【０２５８】
　第７適用例によれば、分割画素の何れかが滅点であっても、フィールド内で時分割駆動
させることで、１画素全体としては、滅点期間と発光期間とが存在することになり、その
画素に滅点の分割画素が存在することの視認性を低下させることができ、パネルの高歩留
まりが期待できる。発光している分割画素Ｐ_kの有機ＥＬ素子１２７_kは１フィールド内
で異なるので、完全に滅点とはならず、パネルの高歩留まりが実現できるのである。フィ
ールド内で時分割駆動する点では、線順次駆動の第４適用例や面順次駆動の第５適用例や
面順次駆動の仕組みと線順次駆動の仕組みを組み合わせたような駆動方式である第６適用
例とは異なるが、分割画素を時分割するという基本的な仕組みには相違がなく、第４～第
６適用例と同様の効果を享受できる。
【０２５９】
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　特に、第７適用例では、フィールド単位ではなくフィールド内で時分割駆動するので、
切替えの周期がフィールド単位よりも確実に短くなり、滅点でない（つまり発光する）分
割画素による視覚的な残像効果を確実に享受できるので、滅点の視認性が確実に低くなる
利点がある。
【０２６０】
　たとえば、ＳＷトランジスタ１２８_1がオン時の有機ＥＬ素子１２７_1の発光期間Ｌ_1
とＳＷトランジスタ１２８_2がオン時の有機ＥＬ素子１２７_2の発光期間Ｌ_2は、概ね、
電源駆動パルスDSL が一端第２電位Ｖssに切り替える期間のタイミング設定で決まるので
、両発光期間Ｌ_1，Ｌ_2を同じにすることに限らず、容易に異なるようにできる。この場
合の好適な適用は、滅点数が少ない方のオン期間の方が滅点数が多い方のオン期間よりも
長くするのがよい。滅点数が少ない方をより長く発光に使用することで、パネル全体とし
ての滅点の視認性をより低くするのである。
【０２６１】
　また、ここで示した第７適用例の具体的な事例では１画素を２つの分割画素に分ける場
合であるので、時分割駆動時にオン状態とするＳＷトランジスタ１２８の組合せとしては
、最も少なくなる何れか一方となるが、３つ以上に分ける場合に関しては、第４適用例で
の説明と同様である。
【０２６２】
　また、図１４では、線順次駆動を適用した図１１に示した第４適用例に対する変形例で
示しているが、第７適用例の仕組みは、第５適用例や第６適用例にも、同様に適用するこ
とができる。因みに、第６適用例では、線順次駆動と同様の切替えタイミングとなるので
、第７適用例の適用は何ら問題はない。これに対して、第５適用例では、面順次駆動であ
り、全行を一括して切替えているので、第７適用例の適用に当たっては、線順次駆動と同
様に、各行のＳＷトランジスタ１２８_kを駆動する制御信号Tcnt_kを、書込駆動パルスWS
に合わせて、行単位で独立に制御するように変更すればよい。
【０２６３】
　以上、本発明について実施形態を用いて説明したが、本発明の技術的範囲は前記実施形
態に記載の範囲には限定されない。発明の要旨を逸脱しない範囲で前記実施形態に多様な
変更または改良を加えることができ、そのような変更または改良を加えた形態も本発明の
技術的範囲に含まれる。
【０２６４】
　また、前記の実施形態は、クレーム（請求項）にかかる発明を限定するものではなく、
また実施形態の中で説明されている特徴の組合せの全てが発明の解決手段に必須であると
は限らない。前述した実施形態には種々の段階の発明が含まれており、開示される複数の
構成要件における適宜の組合せにより種々の発明を抽出できる。実施形態に示される全構
成要件から幾つかの構成要件が削除されても、効果が得られる限りにおいて、この幾つか
の構成要件が削除された構成が発明として抽出され得る。
【０２６５】
　＜画素回路の変形例＞
　画素回路の側面では、駆動電流を一定に維持する駆動信号一定化回路の一例であるブー
トストラップ回路や閾値＆移動度補正回路の構成例として、駆動トランジスタ１２１とし
てｎチャネル型を用いた２ＴＲ構成としつつ駆動タイミングを工夫する例を示したが、こ
れは有機ＥＬ素子１２７を駆動するための駆動信号を一定に維持する駆動信号一定化回路
および駆動タイミングの一例に過ぎず、有機ＥＬ素子１２７の経時変化やｎチャネル型の
駆動トランジスタ１２１の特性変動（たとえば閾値電圧や移動度などのばらつきや変動）
による駆動電流Ｉdsに与える影響を防ぐための駆動信号一定化回路としては、その他の様
々な回路を適用することができる。
【０２６６】
　たとえば、回路理論上は「双対の理」が成立するので、画素回路Ｐに対しては、この観
点からの変形を加えることができる。この場合、図示を割愛するが、先ず、図９や図９Ａ
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に示した２ＴＲ構成の画素回路Ｐがｎチャネル型の駆動トランジスタ１２１を用いて構成
しているのに対し、ｐチャネル型の駆動トランジスタを用いて画素回路Ｐを構成する。こ
れに合わせて、映像信号Ｖsig のオフセット電位Ｖofs に対する信号振幅Ｖinの極性や電
源電圧の大小関係を逆転させるなど、双対の理に従った変更を加える。
【０２６７】
　たとえば「双対の理」に従った変形態様の画素回路Ｐでは、ｐチャネル型の駆動トラン
ジスタ（以下ｐ型駆動トランジスタ１２１ｐと称する）のゲート端とソース端と間に保持
容量１２０を接続し、ｐ型駆動トランジスタ１２１ｐのソース端側を有機ＥＬ素子１２７
のカソード側とし、この間に分割画素用のスイッチ素子を配置する。有機ＥＬ素子１２７
のアノード端は基準電位としてのアノード電位Ｖanode にする。このアノード電位Ｖanod
e は、基準電位を供給する全画素共通の基準電源（高電位側）に接続する。
【０２６８】
　ｐ型駆動トランジスタ１２１ｐは、そのドレイン端が低電圧側の電源電位Ｖssに接続さ
れ、有機ＥＬ素子１２７を発光させる駆動電流Ｉdsを流す。本構成では低電圧側の電源電
位Ｖssが第１電位となり、対応する第２電位は高電圧側の電源電位Ｖccとする。映像信号
線１０６HSと書込走査線１０４WSとの交差部にはｐチャネル型のサンプリングトランジス
タ（以下ｐ型サンプリングトランジスタ１２５ｐと称する）を配する。ｐ型サンプリング
トランジスタ１２５ｐは、ゲート端を書込走査部１０４からの書込走査線１０４WSに接続
し、ドレイン端（もしくはソース端）を映像信号線１０６HSに接続し、ソース端（もしく
はドレイン端）をｐ型駆動トランジスタ１２１ｐのゲート端と保持容量１２０の一方の端
子との接続点に接続する。ｐ型サンプリングトランジスタ１２５ｐのゲート端には書込走
査部１０４からアクティブＬの書込駆動パルスWSを供給する。
【０２６９】
　このような双対の理を適用してトランジスタをｐ型にした変形例の有機ＥＬ表示装置に
おいても、前述のｎ型にした有機ＥＬ表示装置と同様に、閾値補正動作、移動度補正動作
、およびブートストラップ動作を実行することができる。
【０２７０】
　なお、ここで説明した変形例は、図９や図９Ａに示した２ＴＲ構成に対して「双対の理
」に従った変更を加えたものであるが、回路変更の手法はこれに限定されるものではない
。たとえば、図２に示した第１比較例や図３に示した第２比較例の画素回路Ｐにおいて、
図９や図９Ａに示した本実施形態の画素回路Ｐのように、１画素を複数の分割画素に分け
、それぞれに少なくとも１つの有機ＥＬ素子１２７を設け、各分割画素の有機ＥＬ素子１
２７を、共通の保持容量１２０および駆動トランジスタ１２１で駆動する仕組みを採って
もよい。
【０２７１】
　また、図示しないが、サンプリングトランジスタ（スイッチングトランジスタの一例）
および駆動トランジスタ以外に、駆動電流を一定に維持する制御を行なうための他のスイ
ッチングトランジスタが設けられた、２ＴＲ構成以外であってもよい。ただし、高精細の
表示が求められる小型の表示装置を実現する点では、２ＴＲ構成にて駆動信号一定化機能
を実現するのが最適である。
【０２７２】
　ここで、各種の変形例においても、従来の１画素を複数の領域（分割画素）に分け、そ
れぞれが有機ＥＬ素子を有するようにするとともに、各分割画素の各有機ＥＬ素子を共通
の保持容量１２０および駆動トランジスタ１２１で駆動する仕組みを採り、かつ駆動トラ
ンジスタ１２１のソースと各分割画素の有機ＥＬ素子１２７の共通電位間にそれぞれＳＷ
トランジスタ１２８を介在させる構成を採ることができる。
【０２７３】
　第１適用例のように、分割画素の何れかがショート滅点となる場合であっても、ＳＷト
ランジスタ１２８をオフさせることで滅点箇所を電気的に切り離し、他の分割画素で発光
させることで、その分割画素の滅点箇所を目立たなくして、点欠陥による歩留まり低下を
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避けることができる。
【０２７４】
　あるいは、第２や第３適用例のように、全ての発光期間において、各分割画素のＳＷト
ランジスタ１２８の何れかを選択的に使用することで、滅点箇所をリペアしなくても、実
使用時に観察される滅点数を従前よりも減らすことができる。
【０２７５】
　あるいは、第４～第７適用例のように、発光期間において、各分割画素のＳＷトランジ
スタ１２８を時分割駆動することで、滅点箇所をリペアしなくても、分割画素の滅点位置
が時間的かつ空間的に平均化され、滅点の視認性を低下させることができる。
【図面の簡単な説明】
【０２７６】
【図１】本発明に係る表示装置の一実施形態であるアクティブマトリクス型表示装置の構
成の概略を示すブロック図（第１構成例）である。
【図１Ａ】本発明に係る表示装置の一実施形態であるアクティブマトリクス型表示装置の
構成の概略を示すブロック図（第２構成例）である。
【図２】本実施形態の画素回路に対する第１比較例を示す図である。
【図３】本実施形態の画素回路に対する第２比較例を示す図である。
【図４】有機ＥＬ素子や駆動トランジスタの動作点を説明する図である。
【図４Ａ】有機ＥＬ素子や駆動トランジスタの特性ばらつきが駆動電流に与える影響を説
明する図である。
【図５】本実施形態の画素回路に対する第３比較例を示す図である。
【図６】図５に示した本実施形態の画素回路に関する本実施形態の駆動タイミングの基本
例を説明するタイミングチャートである。
【図７】画素回路における点欠陥を説明する図であって、滅点発生時の有機ＥＬ素子等価
回路を説明する図である。
【図７Ａ】半導体基板上における有機ＥＬ素子の配置関係を説明する図である。
【図８】本実施形態の画素回路に対する滅点素子対策機能を備えた第４比較例（その１）
を説明する図である。
【図８Ａ】本実施形態の画素回路に対する滅点素子対策機能を備えた第４比較例（その２
）を説明する図である。
【図９】本実施形態の画素回路（その１）を説明する図である。
【図９Ａ】本実施形態の画素回路（その２）を説明する図である。
【図１０】本実施形態の画素回路における第２適用例を説明する図である。
【図１０Ａ】本実施形態の画素回路における第３適用例を説明する図である。
【図１１】本実施形態の画素回路における第４適用例が適用される滅点箇所の一例を示す
図である。
【図１１Ａ】第４適用例のタイミングチャートである。
【図１２】本実施形態の画素回路における第５適用例を適用するための有機ＥＬ表示装置
の垂直走査系統に着目した回路構成を示すブロック図である。
【図１２Ａ】第５適用例のタイミングチャートである。
【図１３】本実施形態の画素回路における第６適用例を適用するための有機ＥＬ表示装置
の垂直走査系統に着目した回路構成を示すブロック図である。
【図１３Ａ】第６適用例のタイミングチャートである。
【図１４】本実施形態の画素回路における第７適用例のタイミングチャートである。
【符号の説明】
【０２７７】
　１…有機ＥＬ表示装置、１００…表示パネル部、１０１…基板、１０２…画素アレイ部
、１０３…垂直駆動部、１０４…書込走査部、１０５…駆動走査部、１０６…水平駆動部
、１０９…制御部、１２０…保持容量、１２１…駆動トランジスタ、１２２…発光制御ト
ランジスタ、１２５…サンプリングトランジスタ、１２７…有機ＥＬ素子（電気光学素子
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の一例）、１２８…ＳＷトランジスタ（スイッチ素子の一例）、２００…駆動信号生成部
、３００…映像信号処理部、３２３…制御信号生成部、３２４…端子部、３２５…制御信
号生成装置、Ｃel…有機ＥＬ素子の寄生容量、Ｐ…画素回路

【図１】 【図１Ａ】
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